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Recently,I
discovered

tw
o

sm
allpeasantuprisings

atShim
oisehata

village,thathappened
in

1
7
5
2

and
1
7
7
8 .

So,I
w

illintroduce

them
in

this
study.

These
peasant

uprisings
w

ere
caused

by
heavy

taxes
for

m
any

years
by

M
ito

han.
M

oreover,the
m

ethods
of

collection
w

ere
severe,because

M
ito

han
held

peasants
hostages

and
sentthem

to
prison.

They
also

forced
them

to
sellfields

or
their

w
ives

and
children,ifthey

did
notpay

taxes.
Thus,peasantfam

ilies
continued

to
decrease

year
by

year,and
betw

een
1
7
1
6

and
1
7
7
8

their
num

ber
decreased

by
4
0 %.

Today,itseem
s

thatm
any

ofJapanese
historians

overlook
the

above
facts,and

failto
consider

w
hy

peasant
uprisings

happened,and
how

m
any

occurred.
Probably

in
the

near
future,historians

w
illdiscover

a
lot

of
sm

allpeasant

uprisings
and

theirinform
ations

in
early

m
odern

Japan.
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一
　
は
じ
め
に

水
戸
藩
領
の
百
姓
一
揆
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
古
く

は
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
生
瀬
の
乱
が
あ
る

（
１
）
。
次
に
寛
永
検
地
の
時

の
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
に
金
沢
村
の
庄
屋
修
理
に
よ
る
強
訴
が
あ
る

（
２
）
。

次
に
松
波
勘
十
郎
の
宝
永
の
新
法
に
反
対
し
て
宝
永
五
年
（
一
七
〇
九
）
一

一
月
か
ら
翌
年
正
月
に
至
る
、
全
藩
的
規
模
の
宝
永
一
揆
が
あ
る

（
３
）
。
次
に
水

戸
藩
の
鋳
銭
事
業
に
反
対
し
て
静
神
社
の
神
輿
を
奉
じ
て
鋳
銭
座
を
打
ち
毀

し
た
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
四
月
の
鋳
銭
一
揆
が
あ
る

（
４
）
。
そ
し
て
、
元

治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
水
戸
藩
の
内
乱
に
は
多
く
の
民
衆
が
蜂
起
し
、
打

ち
毀
し
を
行
っ
た

（
５
）
。
そ
し
て
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
四
月
に
再
び
静
神

社
の
神
輿
を
奉
じ
て
、
那
珂
湊
の
豪
商
が
打
ち
毀
し
に
あ
っ
た

（
６
）
。

右
の
よ
う
に
水
戸
藩
領
の
百
姓
一
揆
を
整
理
す
る
と
、
私
に
は
二
つ
の
点

が
注
目
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
近
世
の
百
姓
一
揆
は
代
表
越
訴
型
か
ら
、
総
百

姓
一
揆
型
、
そ
し
て
世
直
し
一
揆
型
へ
と
発
展
し
た
が
、
水
戸
藩
の
場
合
そ

れ
が
年
代
的
に
美
事
に
跡
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
明
和
八

年
（
一
七
七
一
）
以
降
、
幕
末
に
至
る
ま
で
一
揆
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本

当
に
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
一
揆
に
な
っ
た
と
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
が
、
不
穏
な
状
況
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
時
期
が
ほ
か
に
二
つ
あ
る
。
一

つ
は
鋳
銭
一
揆
の
後
、
水
戸
藩
が
鋳
銭
を
再
開
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
事

業
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
三
月
に
失
火
に
よ
っ
て
鋳
銭
座
が
全
焼
し
た

こ
と
か
ら
終
了
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
失
火
と
は
疑
問
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

（
７
）

。
も
う
一
つ
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
新
田
検
地
を
太
田
郡
か
ら

実
施
し
た
時
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
高
野
昌
碩
は
「
芻-

録
」
に
次
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る

（
８
）
。

天
明
元
年
の
頃
田
畠
あ
ら
た
め
と
称
し
て
新
田
下
免
の
土
地
を
打
出

し
、
高
免
に
し
て
田
租
を
益
の
法
は
じ
ま
り
ぬ
。
先
づ
太
田
郡
を
打
は

じ
め
、
夫
よ
り
他
郡
に
も
及
ぼ
す
べ
き
処
前
に
言
る
如
く
最
早
古
来
よ

り
数
度
打
つ
め
た
る
田
地
な
れ
ば
、
民
の
歎
も
大
方
な
ら
ず
。
既
に
強

訴
等
に
も
及
べ
き
勢
あ
り
き
。
其
故
に
や
太
田
一
郡
を
さ
へ
改
め
は
た

さ
ず
。
漸
十
箇
村
改
て
半
途
に
し
て
や
み
ぬ
。

こ
れ
ら
の
事
件
が
具
体
的
に
ど
う
展
開
し
た
の
か
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で

あ
る
。
と
も
か
く
一
揆
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

水
戸
藩
の
一
揆
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
高
野
昌
碩
は
「
富
強
六
略
」

の
中
で
、
次
の
指
摘
を
し
て
い
る

（
９
）
。

検
見
入
之
場
所
に
稲
か
つ
ぎ
と
申
事
御
座
候
。
是
は
右
高
免
御
田
地
之

中
に
も
散
田
に
仕
候
程
之
儀
に
も
無
レ

之
、
大
抵
割
合
に
も
當
り
可
レ

申

場
所
は
、
随
分
熟
作
仕
候
様
精
を
出
し
、
取
入
申
つ
も
り
い
た
し
、
其

内
水
旱
又
は
風
難
等
之
年
は
実
の
り
不
レ

宜
、
平
年
之
通
御
年
貢
上
ゲ

候
て
は
百
姓
損
毛
に
当
り
申
候
。
然
る
所
厳
酷
之
検
見
に
出
合
候
得
ば

用
捨
も
な
く
引
不
レ

申
、
何
れ
に
も
相
凌
が
た
く
、
依
て
其
村
方
百
姓

共
件
之
稲
を
荷
ひ
連
れ
、
御
城
下
へ
強
訴
に
罷
出
申
候
。
是
を
稲
か
つ

ぎ
と
申
習
は
し
候
。
此
儀
先
年
よ
り
御
制
禁
に
候
得
共
止
事
得
ず
候
。

依
レ

之
山
横
目
庄
屋
抔
途
中
へ
出
張
、
右
稲
か
つ
ぎ
共
を
指
留
、
大
抵

御
城
下
先
は
出
し
不
レ

申
候
様
に
い
た
し
、
扨
右
村
役
人
等
入
割
を
以

其
年
之
上
納
は
妻
子
を
売
せ
、
又
は
家
財
を
払
は
せ
不
足
を
償
ひ
、
或

は
拝
借
金
等
之
御
救
ひ
を
以
て
、
表
向
は
罪
人
を
こ
し
ら
へ
不
レ

申
候

様
工
面
仕
候
得
共
、
右
拝
借
金
と
申
者
実
は
後
日
の
苦
痛
に
相
成
、
誠

に
歎
敷
事
共
に
御
座
候
。

す
な
わ
ち
、
稲
か
つ
ぎ
と
い
っ
て
、
高
免
の
田
地
に
も
か
か
わ
ら
ず
災
害

の
年
で
も
減
免
し
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
年
に
は
百
姓
達
が
「
稲
を
荷
ひ

連
れ
」
て
城
下
に
直
訴
し
よ
う
と
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
直
訴
は
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
山
横
目
庄
屋
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
、
表
面
上
は
妻
子
を
売
る
な

ど
ま
で
し
て
年
貢
を
納
め
さ
せ
、
罪
人
を
出
さ
ず
に
す
ま
せ
た
と
い
う
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
稲
か
つ
ぎ
は
、「
是
を
稲
か
つ
ぎ
と
申
習
は
し
候
」
と
、
用

語
と
な
る
程
頻
繁
に
行
わ
れ
、
ま
た
そ
の
故
に
「
此
儀
先
年
よ
り
御
制
禁
に
」

な
っ
た
け
れ
ど
も
、「
止
事
得
ず
候
」
と
引
き
続
き
起
き
た
と
伝
え
て
い
る
。

「
富
強
六
略
」
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
著
作
で
あ
る
。
天
明
の
大

飢
饉
後
の
水
戸
藩
領
農
村
で
は
、
稲
か
つ
ぎ
と
い
わ
れ
る
小
さ
な
一
揆
が
頻

発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

稲
か
つ
ぎ
の
よ
う
な
小
さ
な
一
揆
が
寛
政
期
の
水
戸
藩
領
農
村
に
頻
発
し

て
い
た
こ
と
は
重
要
な
史
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
史
実
が
背
景
に
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
藤
田
幽
谷
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
著
し
た

「
勧
農
或
問（

10
）」

の
中
で
、「
破
二

兼
併
一

之
術
」
と
し
て
検
地
を
説
い
た
時
に
、

ま
ず
検
地
に
反
対
し
て
藤
堂
家
で
起
き
た
一
揆
に
関
し
て
言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
稲
か
つ
ぎ
の
よ
う
な
小
さ
な
一
揆

が
、
荒
廃
の
急
速
に
進
行
し
た
寛
政
期
に
だ
け
み
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
る
必

要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
前
後
の
時
期
と
い
え
ど
も
状
況
は
多
少
違
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
荒
廃
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
の
小
さ
な

一
揆
は
起
き
て
い
た
、
少
な
く
と
も
起
き
る
可
能
性
は
常
に
あ
っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
藤
田
派
に
反
対
す
る
勢
力
は
天
保
検

地
の
実
施
に
至
る
ま
で
、
検
地
に
反
対
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

稲
か
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
揆
は
な
ぜ
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
一
つ
に
は
小
さ
過
ぎ
て
記
録
・
伝
承
に
残
り
に
く
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
そ
し
て
も
う
一
点
、
一
揆
史
の
研
究
視
角
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
近
世
の
百
姓
一
揆
は
、
代
表
越
訴

型
、
総
百
姓
一
揆
型
、
世
直
し
一
揆
型
と
発
展
し
た
が
、
こ
の
図
式
に
あ
ま

り
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
に
は
、
す
べ
て
の
一

揆
が
こ
の
よ
う
な
発
展
形
体
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
幕
末
に
お
い
て
も
代
表
越
訴
は
あ
り
、
総
百
姓
一
揆
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
一
揆
と
は
何
か
と
い
っ
た
時
に
、
こ
の
三
類
型
に
あ
て
は
め

て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
三
類
型
に
あ
て

は
ま
ら
な
い
小
さ
な
一
揆
は
そ
こ
か
ら
漏
れ
て
、
せ
い
ぜ
い
村
方
騒
動
の
一

種
と
見
過
ご
さ
れ
て
来
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
11
）

か
。

三
類
型
に
入
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
な
一
揆
は
、
近
世
の
農
民
は
常
に
過
酷

な
年
貢
収
奪
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
起
こ
り
え
た
と

私
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
災
害
の
有
無
、
地
理
的
環
境
、
領
主
の
政

策
、
村
落
の
あ
り
方
な
ど
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
起
き
や
す
く
、

あ
る
い
は
起
き
に
く
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
小
さ
な
一
揆
を
発
掘
し
、

そ
れ
を
研
究
す
る
事
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
起
き
た
の
か
、

そ
の
法
則
性
、
ま
た
一
揆
の
発
展
型
体
と
い
か
に
関
る
の
か
、
等
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
近
世
国
家
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、
近
代
国
家
の

成
立
を
考
え
る
上
で
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

一
八
世
紀
後
半
の
荒
廃
前
期
に
水
戸
藩
領
下
伊
勢
畑
村
で
起
き
た
二
つ
の
小

さ
な
一
揆
を
、
そ
の
背
景
を
具
体
的
に
分
析
し
な
が
ら
紹
介
し
、
そ
の
一
助

に
呈
し
た
い
と
思
う
。

二
　
前
期
の
農
村
構
造

本
論
に
入
る
前
に
、
下
伊
勢
畑
村
の
性
格
を
知
る
た
め
に
前
期
の
農
村
構

造
を
み
て
お
こ
う
。
ま
た
伊
勢
畑
の
地
は
、
図
に
あ
る
よ
う
に
北
は
那
珂
川
、

東
に
御
前
山
、
西
に
片
倉
山
、
そ
し
て
南
に
井
殿
山
と
、
四
囲
を
川
と
山
で

遮
断
さ
れ
た
孤
立
し
た
地
域
で
あ
る
。
そ
の
伊
勢
畑
の
那
珂
川
の
上
流
部
分

が
上
伊
勢
畑
、
下
流
部
分
が
下
伊
勢
畑
、
そ
し
て
上
伊
勢
畑
の
南
の
山
間
が

檜
山
と
な
る
。
い
ず
れ
も
水
戸
藩
領
で
あ
る
。
従
っ
て
山
間
の
檜
山
は
別
と

し
て
、
上
伊
勢
畑
と
下
伊
勢
畑
と
は
か
な
り
共
通
し
た
性
格
、
動
き
を
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
以
前
上
伊
勢
畑
村
の
分
析
を
し
た
こ
と
が
あ

（
12
）

る
の
で
、

本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
成
果
を
参
照
に
し
な
が
ら
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
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る
。下

伊
勢
畑
村
の
寛
永
の
検
地
帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幸
い
に
万
治
二

年
（
一
六
五
九
）
の
小
割
付

（
13
）

帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
本

郷
高
一
〇
八
七
石
七
六
四
、
内
田
方
八
〇
石
四
二
五
、
畑
方
一
〇
〇
七
石
三

三
九
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
田
畑
が
寛
永
検
地
で
打
ち
出
さ
れ
た
と
み

な
せ

（
14
）

る
。
田
畑
比
で
み
る
と
田
方
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
方
九
二
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
と
、
圧
倒
的
な
畑
方
農
村
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
山
間
の
こ
の
地

域
に
共
通
し
た
性
格
で
あ
る
。
そ
の
位
付
は
こ
の
帳
簿
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
田
方
順
帳
に
よ
る
と
、
田
方
の
位
付
は

表
１
の
よ
う
に
な
る
。
合
計
が
多
少
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
の
本

郷
分
の
増
加
に
よ
る
と
み
な
せ
る
。
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
上
田
の

比
率
が
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
と
、

山
間
の
村
と
し
て
は
異
常
に
高
い
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
伊
勢
畑

村
で
は
寛
永
検
地
の
縄
が
き
つ
か
っ

た
。
上
伊
勢
畑
村
は
天
保
検
地
に
は

村
高
を
三
分
の
一
に
大
激
減
さ
せ
た

程
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
大
荒
廃
状
況

を
呈
し
た
村
で
あ
っ
た
が
、
縄
が
き

つ
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
大
原
因
を

な
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
下
伊
勢
畑

村
の
場
合
も
明
ら
か
に
縄
が
き
つ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
畑
方
の
位
付
は
明

ら
か
に
で
き
な
い
が
、
同
様
の
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
下
伊

勢
畑
村
も
後
に
非
常
な
荒
廃
に
苦
し

む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
七
世
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位　付 面　　積 ％ 石　高 ％

上　田 3町8反9畝13歩 54.5 50石626 61.6

中　田 1.  3.  3.    3 18.6 14.  641 17.8

下　田 1.  6.  8.  24 23.6 15.  193 18.5

下々田 2.  3.  23 3.3 1.  664 2.0

合　計 7.  1.  5.    3 100 82.  124 100

表１　貞享２年田方位付

下伊勢畑区有文書「（田方順帳）」（349）より作製
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紀
段
階
は
そ
れ
と
は
逆
に
大
き
く
発
展
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
小
割
付
帳
で
農
民
の
階
層
構
成
を
み
た
の
が

表
２
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
一
〇
八
人
の
名
請
人
が
い
る
。
そ
の
階
層
構

成
は
一
五
石
以
上
の
上
層
農
民
が
一
〇
人
で
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
五
石

か
ら
六
石
の
中
層
農
民
が
四
六
人
で
四
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
石
未
満
の

下
層
農
民
が
五
二
人
で
四
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
表
は

非
常
に
不
完
全
な
表
で
あ
る
。
第
一
に
こ
の
年
下
伊
勢
畑
村
の
本
郷
新
田
高

は
合
計
一
一
二
八
石
八
二
八
で
、
村
は
蔵
入
地
の
ほ
か
に
一
四
人
の
地
方
知

行
主
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
帳
簿
は
こ
の
内
三
給
分
一
二
七
石
余
が
欠

け
て
い
る
。
最
後
の
部
分
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
残
っ
た

部
分
も
左
右
両
端
の
破
損
が
ひ
ど
く
、
そ
の
た
め
に
か
な
り
読
め
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
実
状
の
中
で
読
み
得
た
分
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
こ
の
小
割
付
帳
は
下
書
で
不
備
が
多
い
。
ま
ず
人
数
で
あ
る
が
、

紛
失
し
た
三
給
分
に
最
大
一
〇
人
程
の
別
の
農
民
が
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
な
お
、
か
な
り
の
農
民
が
複
数
の
給
主
の
支
配
下
に
あ
る
）。
ま

た
人
名
を
判
読
で
き
な
い
不
明
者
が
こ
の
外
に
一
九
人
い
る
。
こ
の
内
の
大

半
は
表
２
の

誰
か
と
結
び

つ
く
で
あ
ろ

う
が
、
や
は

り
最
大
一
〇

人
程
は
独
立

し
た
存
在
だ

と
み
ら
れ

る
。
さ
ら
に

同
名
異
人
の

問
題
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
同
名
で
も
明
ら
か
に
別
人
と
認
め
ら
れ
る
二
人
を
除
い
て
、

皆
一
応
同
一
人
と
し
た
が
、
後
年
の
小
割
付
帳
等
の
記
載
事
例
か
ら
み
る
と
、

数
例
の
同
名
異
人
が
い
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
伊
勢
畑
村
の
寛
永

検
地
帳
の
一
軒
当
り
の
平
均
持
高
は
、
七
石
九
二
九
で
あ
っ
た
か
ら
、
下
伊

勢
畑
村
も
平
均
八
石
と
す
る
と
一
四
一
人
の
名
請
人
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
全
村
の
人
数
は
一
三
〇
人
余
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
石
高

で
あ
る
が
、
こ
の
一
〇
八
人
の
持
高
の
合
計
は
、
一
二
給
分
一
〇
〇
一
石
余

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
七
五
一
石
余
に
し
か
な
ら
な
い
。
不
明
者

分
を
足
し
て
も
七
七
五
石
余
で
あ
る
。
帳
簿
の
破
損
と
不
備
の
た
め
に
脱
落

し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
私
は
表
２
は
か
な
り
修
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
、
中
下
層
農
民
が
多
か
っ
た
と
い
う
大
勢
は
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
上
伊
勢
畑
村
等
の
周
辺
の
寛
永
検
地
の
結
果
は
、
も
っ

と
中
層
が
多
く
、
下
層
が
少
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
上
伊
勢
畑
村
の
寛
永

検
地
の
農
民
階
層
は
、
上
層
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
中
層
八
二
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
、
下
層
一
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
面
積
で
分

析
し
、
二
町
以
上
を
上
層
、
五
反
未
満
を
下
層
と
し
た
。
こ
れ
を
正
確
に
石

高
に
換
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
水
戸
藩
領
で
は
七

石
＝
一
町
で
あ
る
か
ら
（
検
地
の
縄
の
き
つ
か
っ
た
伊
勢
畑
の
両
村
も
、
こ

の
規
準
に
は
ず
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
）、
五
反
は
三
石
半
で
あ
る
。

こ
の
規
準
で
下
層
農
民
を
定
義
す
れ
ば
、
表
２
の
内
一
五
人
程
が
下
層
か
ら

中
層
に
移
る
こ
と
に
な

（
15
）

る
。
と
も
か
く
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
下
伊
勢

畑
村
は
、
寛
永
期
の
周
辺
の
村
に
比
べ
て
、
中
層
農
民
を
中
核
と
し
な
が
ら

も
、
か
な
り
下
層
農
民
の
多
い
村
方
で
あ
っ
た
。

下
層
農
民
の
多
い
村
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
が
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）

の
検
地
の
結
果
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
の
地
域
は
一
七
世
紀
に
紙
・
煙
草
の
特
産
物
生
産
地
帯
の
形
成
と
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持　高 人数 人数 ％

24～27 2

21～24 2
10 9.3

18～21 1

15～18 5

12～15 10

９～12 16 46 42.6
６～９ 20

３～６ 20
52 48.1

０～３ 32

合　計 108 108 100

表２　万治２年農民階層

下伊勢畑区有文書　万治２年「下伊勢
畠村亥年御年貢可納 」（1659）

より作製
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い
う
、
農
業
生
産
上
の
大
変
革
が
進
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
急

速
に
人
口
が
増
加
し
た
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
下
伊
勢
畑
村
の
本
郷

分
の
取
箇
が
、
田
方
四
ツ
四
分
、
畑
方
五
ツ
九
分
と
畑
方
に
高

（
16
）

い
の
も
、
既

に
畑
方
の
特
産
物
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
理
解

で
き
る
。

下
伊
勢
畑
村
が
主
と
し
た
産
業
は
煙
草
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下
伊
勢
畑

文
書
に
は
近
世
の
煙
草
生
産
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
文
久
二
年
（
一
八

六
二
）
に
伊
平
次
が
「
農
業
出
精
ハ
勿
論
、
農
間
ニ
ハ
煙
草
江
戸
出
シ
商
ひ

付
、
勝
手
向
も
相
応
ニ
操

（
マ
マ
）廻
シ
、
大
家
内
ニ
而
睦
敷
暮
居
候（

17
）」

と
報
告
さ
れ

て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ほ
か
に
明
治
初
年
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
み
る
と
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
の
産
物
調
査
で
は
、
製
茶
人
、

茶
商
人
、
西
ノ
内
紙
製
造
人
、
煙
草
問
屋
中
買
人
等
は
「
無
二

御
座
一

候
」
と

書
い
た
後
に
、
煙
草
生
産
高
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

（
18
）

る
。

当
村
一
ヶ
年
産
出
高

煙
草

一
切
粉
三
百
箇
　
但
壱
箇
五
貫
四
百
目
入

刻
煙
草

ま
た
六
年
二
月
の
取
調
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

（
19
）

る
。

下
伊
勢
畑
村

当
村
一
ケ
年
産
出

一
煙
草
六
拾
五
駄
　
但
一
俵
六
貫
め
入

一
駄
三
拾
六
貫
め

上
品
ニ
而
代
金
五
百
二
拾
両
　
但
金
壱
両
ニ
四
貫
五
百
め
直

下
品
ニ
而
代
金
三
百
三
拾
四
両
永
二
百
八
拾
六
文
　
但
壱
両
ニ
七
貫
め

直右
の
外
産
出
之
品
無
二

御
座
一

候
。

五
年
に
比
べ
て
六
年
の
方
が
七
二
〇
貫
も
多
く
産
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
出
荷
額
も
八
五
四
両
余
で
あ
り
、
下
伊
勢
畑
村
の
出
荷
す
る

生
産
物
は
煙
草
の
み
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
煙
草
だ
け
と
は

正
確
で
な
い
。
同
じ
史
料
は
そ
の
後
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
煙
草
六
拾
五
駄
　
但
壱
駄
三
拾
六
貫
目

一
白
楮
二
拾
五
駄
　
但
壱
駄
二
拾
四
貫
目

右
之
通
取
調
奉
二

書
上
一

候
。
以
上

煙
草
の
他
に
も
和
紙
の
原
料
で
あ
る
白
楮
を
出
荷
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も
主
要
な
も
の
を
書
き
上
げ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
じ
史

料
の
六
年
五
月
の
項
に
は
、
下
伊
勢
畑
村
の
詳
細
な
物
産
取
調
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
表
３
に
示
し
た
。
こ
こ
で
は
円
と
両
と
は
同
じ
と
み
て
よ
い
。

す
る
と
、
下
伊
勢
畑
村
は
煙
草
が
最
大
の
産
物
で
三
四
〇
円
の
出
荷
額
で
あ

る
が
、
他
に
白
楮
の
三
〇
〇
円
、
薪
・
丸
太
・
竹
の
林
産
物
の
二
八
五
円
、

藍
の
一
一
二
円
五
〇
銭
の
出
荷
が
あ
り
、
合
計
は
あ
わ
な
い
が
一
〇
四
三
両

二
分
で
あ
る
。
煙
草
の
産
額
が
二
三
四
〇
貫
と
同
じ
な
の
に
、
二
月
の
取
調

で
は
八
五
四
両
余
で
、
五
月
に
は
三
四
〇
円
と
半
分
に
も
み
た
な
い
の
は
、

相
場
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
穀
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
と
も
に
、
煙
草
生
産
の
不
安
定
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
れ

ら
の
史
料
は
、
明
治
初
年
の
下
伊
勢
畑
村
は
煙
草
生
産
を
中
核
と
し
、
白
楮

や
林
産
物
、
そ
し
て
藍
に
よ
っ
て
不
足
を
補
う
村
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
近
世
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
世
紀
に
下
伊
勢
畑
村
は
特
産
物
生
産
地
帯
と
し
て
急
速
に
成
長
し
、

人
口
が
増
加
し
た
。
盛
時
の
下
伊
勢
畑
村
に
ど
れ
位
の
人
口
、
農
家
軒
数
が

あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
下
伊
勢
畑
村
に
は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

以
来
の
指
銭
帳
が
よ
く
揃
っ
て
残
さ
れ
て
い

（
20
）

る
。
そ
の
内
記
載
さ
れ
た
農
家

軒
数
が
最
も
多
い
の
は
、
享
保
四
年
か
ら
一
一
年
ま
で
の
分
の
二
一
六
軒
で

あ
る
。
そ
の
内
の
享
保
四
年
分
の
農
民
階
層
を
表
４
に
示
し
た
。
こ
の
外
に

神
官
が
二
人
い
る
。
ま
た
庄
屋
・
組
頭
は
給
分
が
引
か
れ
て
い
る
。
庄
屋
の
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庄
兵
衛
の
名
は

な
い
。
こ
れ
は

寛
保
元
年
（
一

七
四
一
）
か
ら

三
年
の
指
銭
帳

に
庄
屋
給
分
引

高
二
四
石
三
三

三
と
あ
り
、
彼

が
庄
屋
を
辞
任

し
た
後
の
延
享

元
年
（
一
七
四

四
）
以
降
の
指
銭
帳
に
は
、
庄
兵
衛
の
持
高
は
二
四
石
八
五
九
と
あ
る
か
ら
、

彼
は
全
額
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
を
上
層
農
民
に
加
え
た
。

ま
た
組
頭
六
人
は
引
高
一
〇
石
を
加
算
し
て
表
示
し
た
。
す
る
と
、
一
五
石

以
上
の
上
層
農
民
が
六
人
で
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
五
石
か
ら
六
石
の
中

層
農
民
が
五
一
人
で
二
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
石
未
満
の
下
層
農
民
が
一

六
〇
人
で
七
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
表
４
を
表
２
の
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
と
比
べ
る
と
、
農

家
軒
数
は
倍
増
し
、
下
層
農
民
の
比
率
が
圧
倒
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
下
伊
勢
畑
村
に
い
た
農
家
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
指
銭
帳
の

指
銭
の
割
付
の
記
載
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

内
四
百
四
拾
八
文
引

是
ハ
河
内
大
平
相
川
三
ヶ
新
田
よ
り
申
年
中
為
二

帳
紙
代
と
一

、
例
年

之
通
出
申
候
分
指
紙
ニ
指
次
キ
引
。

す
な
わ
ち
、
河
内
・
大
平
・
相
川
の
三
新
田
の
農
民
は
、
指
銭
を
出
す
代

わ
り
に
指
紙
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
指
銭
帳
に
は
名
前
が
出
て

来
な
い
。
そ
れ
で
は
三
新
田
に
は
、
何
軒
の
農
家
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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表３　明治６年物産取調

品目 生産高 代金等 備　　　　　　　　考
米 37石376 貢納自用費消 外ニ米518石3 不足買入
麦 273石770 自用費消 外ニ麦348石19 不足　但粟稗芋等の類を以不足を補申候。
大豆 65石100 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
小豆 18石860 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
粟 93石 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
稗 139石500 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
小麦 109石850 自用費消 同５斗入　１駄２俵
芋 223石200 自用費消 但１俵３斗　１駄２俵
鶏 60羽 売買なし
藍 800貫 112円50銭 内上品300貫　但１円ニ６貫　下品500貫　１円ニ８貫
綿 580貫 自用費消 但１駄36貫　代金165円71銭４厘３毛
鶏卵 2000 自用費消 代金６両
薪 23000束 230円 但１駄６束　１円ニ100束
白　 150束 300円 但１駄６束　１束４貫　１円ニ２貫
煙草 2340貫 340円 但１駄36貫　内上品900貫　１円ニ５貫　下品1400貫

１円ニ９貫
栗丸太 3000本 30円 但長９尺　１円ニ100本
竹 1000束 25円 但１束１尺５寸廻　１円ニ50束
輸出代金総計 1043両２分

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村酉諸願村扣帳」（８）より作製。両と円は同一とみなせる。合計はあわない。

持　高 人数 人数 ％

24～27 2

21～24 0
6 2.8

18～21 1

15～18 3

12～15 4

９～12 17 51 23.5
６～９ 30

３～６ 88
160 73.7

０～３ 72

合　計 217 217 100

表４　享保４年農民階層

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村亥年指
銭帳」より作製。神官２名は除いた。

杞者



万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
次
い
で
古
い
蔵
入
分
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

の
小
割
付

（
21
）

帳
を
み
る
と
、
本
郷
高
九
六
七
石
余
と
蔵
入
分
で
あ
る
か
ら
新
田

分
の
全
て
の
割
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
載
様
式
は
、
は
じ
め
に
本
郷

分
六
組
二
一
七
人
の
割
付
が
記
さ
れ
、
次
に
新
田
分
と
し
て
同
じ
組
頭
名
の

下
、
六
組
一
七
五
人
の
割
付
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
、
川
内
市
平

組
九
人
、
相
川
市
三
郎
組
一
三
人
、
大
平
吉
三
郎
組
五
人
と
寺
院
僧
侶
二
人

分
の
割
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
最
後
に
記
さ
れ
た
三
組
二
六
人
が
、

三
新
田
固
有
の
農
民
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
新
田
農

民
の
盛
時
の
数
、
少
な
く
と
も
享
保
期
の
数
で
あ
っ
た
と
は
た
だ
ち
に
い
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
下
伊
勢
畑
村
で
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、
既
に

欠
落
百
姓
を
出
し
て
い

（
22
）

る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
享
保
一
一
年
以
降
、
指
銭
帳

記
載
の
農
家
軒
数
は
漸
減
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と

に
、
次
の
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
下
伊
勢
畑
村
の
井
殿
山
の
奥
院
に
常
法
院
が

百
日
山
籠
し
て
修
法
願
成
就
し
た
。
そ
し
て
彼
は
水
戸
藩
の
許
可
を
得
て
、

井
殿
山
を
次
の
よ
う
な
信
仰
の
霊
場
と
し

（
23
）

た
。

同
（
宝
永
）

八
年
卯
四
月
廿
一
日
寺
社
御
奉
行
芦
川
市
兵
衛
様
御
見
分
御
座
候

而
、
六
月
中
御
郡
方
御
立
合
を
以
御
普
請
被
レ

遊
候
所
、
御
建
立
成
就

仕
候
ニ
付
、
上
町
下
町
と
申
行
者
宿
并
店
商
売
之
者
共
、
相
川
新
田
拾

六
軒
、
大
平
新
田
弐
拾
四
軒
、
都
合
四
拾
軒
相
立
、
町
役
銭
弐
拾
貫
余

宛
上
納
指
上
候
程
之
御
山
繁
昌
仕
候
事
。

す
な
わ
ち
、
寺
院
の
普
請
を
し
た
の
み
な
ら
ず
、
町
立
を
し
て
宿
と
店
の

商
売
人
を
相
川
新
田
で
一
六
軒
、
大
平
新
田
で
二
四
軒
取
り
立
て
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
確
か
に
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
は
割
付

（
24
）

状
・
小
割
付
帳
に
よ
っ
て

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
以
降
の
分
が
か
な
り
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
み

る
と
、
相
川
新
田
の
引
方
の
内
に
井
殿
山
御
屋
敷
・
道
代
・
御
用
地
と
し
て

合
計
一
石
七
六
二
が
計
上
さ
れ
、
ま
た
大
平
新
田
の
引
方
の
内
に
井
殿
山
道

代
・
御
用
地
と
し
て
合
計
五
石
四
六
六
が
引
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

引
高
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

四
〇
軒
の
宿
店
が
既
存
の
農
民
と
ど
う
か
か
わ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
店

の
中
に
は
人
の
住
ん
で
い
な
い
出
店
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
在
地
性

の
な
い
人
達
を
こ
の
人
里
離
れ
た
山
中
に
住
ま
わ
せ
る
程
に
は
繁
昌
し
た
と

は
思
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
田
に
住
む
人
は
寛
保
二
年
（
一
七
四

二
）
の
小
割
付
帳
の
二
六
軒
よ
り
は
多
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

享
保
年
間
の
下
伊
勢
畑
村
の
農
家
軒
数
は
、
二
一
七
＋
二
六
＋
α
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
三
新
田
の
農
民
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
持
高
は
、
四

石
九
斗
余
の
長
三
郎
を
最
高
に
三
石
以
上
一
一
人
、
三
石
未
満
一
五
人
で
あ

る
。
山
中
に
住
む
彼
ら
は
わ
ず
か
な
田
畑
を
耕
し
、
紙
漉
き
を
副
業
と
し
て

い
た
。
そ
し
て
宝
永
以
降
は
相
川
新
田
と
大
平
新
田
の
農
民
は
、
井
殿
山
の

霊
場
で
宿
と
店
の
営
業
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

プ
ラ
ス
α
の
数
に
は
さ
ら
に
別
の
種
類
の
も
の
が
加
わ
る
。
そ
れ
は
無
高

の
水
呑
で
あ
る
。
二
百
軒
以
上
の
農
家
が
存
在
し
、
し
か
も
煙
草
生
産
と
い

う
多
労
働
集
約
型
の
商
品
作
物
を
主
と
し

た
生
業
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま

た
二
新
田
に
は
宿
・
店
の
営
業
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
数
軒
の
無

高
の
水
呑
が
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な

い
。
従
っ
て
享
保
年
間
の
下
伊
勢
畑
村
に

は
少
な
く
と
も
二
四
三
軒
、
多
く
み
る
と

二
六
〇
軒
余
の
農
家
が
存
在
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
皆
下
層
農
民
で

あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
を
加
え
て
階
層
構
成

を
作
り
直
し
て
み
る
と
、
表
５
に
み
る
よ

う
に
表
４
以
上
に
享
保
期
の
下
伊
勢
畑
村
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増大最低値 増大幅多め

持　高 人数 ％ 人数 ％

15～27 6 2.5 6 2.3
６～15 51 21.0 51 19.6
０～６ 186 76.5 203 78.1
合　計 243 100 260 100

表５　修正享保４年農民階層



は
下
層
農
民
の
比
率
の
高
い
村
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

下
層
農
民
が
増
大
し
た
理
由
は
、
農
家
軒
数
の
増
大
に
耕
地
の
増
大
が
伴

わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
下
伊
勢
畑
村
の

新
田
高
は
一
五
〇
石
二
六
三
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）

の
本
郷
高
は
一
〇
八
七
石
七
六
四
で
あ
り
、
享
保
四
年
の
本
郷
高
は
一
一
〇

一
石
三
〇
三
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
に
一
三
石
五
三
九
の
新
田
が
本
郷
分
に

組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
間
の
新
田
打
出
高
は
一
六
三
石

八
〇
二
で
あ
る
。
新
田
が
い
つ
打
ち
出
さ
れ
た
か
、
判
明
す
る
限
り
表
示
し

た
の
が
表
６
で
あ
る
。
こ
の
後
新
田
の
打
ち
出
し
は
幕
末
ま
で
事
実
上
な
き

に
等
し
い
。
主
と
し
て
一
七
世
紀
に
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の

時
期
が
い
か
に
発
展
の
時
代
で
あ
っ
た
か
を
示
す
証
左
で
も
あ
る
が
、
下
伊

勢
畑
村
の
場
合
は
あ
ま
り
に
も
少
な
過
ぎ
た
。
こ
の
た
め
万
治
二
年
の
農
家

が
一
三
〇
軒
と
み
て
、
一
軒
当
り
八
石
六
八
二
の
平
均
持
高
で
あ
っ
た
の
が
、

享
保
四
年
に
は
二
四
三
軒
と
み
て
も
一
軒
当
り
五
石
一
五
の
持
高
に
し
か
な

ら
な
く
な
っ
た
。
当
然
下
層
農
民
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、

下
層
農
民
と

い
っ
て
も
そ

れ
は
一
般
的

な
意
味
で
の

持
高
に
よ
る

分
類
で
あ

る
。
彼
ら
は

一
応
経
営
を

成
り
立
た
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
多
労
働
集
約
型
の
特
産
物
生
産
に

基
盤
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
一
般
的
な
意
味
で
の
持
高
に

よ
る
階
層
の
分
類
は
正
確
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
享
保
四
年
（
一
六
一
九
）

で
み
る
と
、
六
人
の
組
頭
の
持
高
は
、
弥
右
衛
門
が
一
七
石
余
、
吉
兵
衛
が

一
六
石
余
、
忠
兵
衛
が
一
二
石
余
、
長
兵
衛
と
金
左
衛
門
が
一
一
石
余
、
善

兵
衛
が
一
〇
石
余
と
、
六
人
中
二
人
し
か
上
層
農
民
は
お
ら
ず
、
四
人
は
中

層
農
民
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
う
し
た
村
の
階
層
構
成
は
単
純

に
持
高
で
は
規
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
持
高
で
規
定
す
る
と
し
て
も
、
一
ラ

ン
ク
下
げ
て
規
定
し
た
方
が
よ
い
。
少
な
く
と
も
繁
栄
し
て
い
る
時
期
に

は
。そ

れ
で
は
下
伊
勢
畑

村
の
発
展
は
、
い
つ
ま

で
続
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
寛
文
・
延

宝
期
ま
で
と
み
ら
れ

る
。
延
宝
以
降
に
な
る

と
水
戸
藩
領
の
農
村
は

光
圀
治
政
末
期
の
荒
廃

状
況
を
呈
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
元
禄
期
に
急
速
に
回

復
し
、
享
保
期
の
安
定

し
た
農
村
に
な
る
。
し

か
し
、
伊
勢
畑
は
こ
の

図
式
通
り
に
は
回
復
し

な
か
っ
た
。
上
伊
勢
畑

村
の
場
合
、
年
貢
の
収

表７　永引荒廃田畑
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表６　新田打出高年

年　代 面　積 石高

万治元年 6町6反9畝5歩 41石134

寛文10年 1.  9.  4.  11 8.931

寛文11年 4.  6.  8.  23 21.892

延宝元年 2.  9.  9.    3 16.027

延宝６年 4.  0.  0.  25 20.349

貞享元年 5.  9.  2.  26 21.521

貞享５年 1.  3.  8.    2 7.427

元禄５年 6.    4 0.205

宝永７年 －－－－－－－ 6.553

合　計 －－－－－－－ 144.039
下伊勢畑区有文書　各年の新田検地帳（336

～348，350，353，358）より作製

年　　　代 田 畑 合　計

万治２年（1659） 0 0.176 0.176
天和２年（1682） 3.702 78.986 82.688
貞享５年（1688） 3.995 89.394 93.389
元禄13年（1700） 9.84575 118.25359 128.09934
宝永元年（1704） 9.773 122.478 132.251
享保11年（1726） 14.338 143.924 158.262
享保11年（新田分） 3.363 33.254 36.617

天和から宝永の数字は本郷分のみ。下伊勢畑区有文書　万治２年小
割付帳（1659）と各年分川欠等改帳（427，429，439，445，454，
455）より作製



納
高
は
一
七
世
紀
の
盛
時
に
達
せ
ず
、
か
え
っ
て
畑
方
は
次
第
に
永
引
の
荒

地
が
増
大
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
下
伊
勢
畑
村
も
同
じ
傾
向
に
あ
っ
た
。
年

貢
収
納
の
推
移
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
間
表
７
に
み
る
よ
う
に
荒
廃
に
よ

る
永
引
地
は
確
実
に
増
大
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
畑
方
に
顕
著
に
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

享
保
期
の
下
伊
勢
畑
村
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
な
安
定
し
た
農
村
で

は
既
に
な
く
な
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
下
伊
勢
畑
村
は
光
圀
治
政
末
期
の
荒
廃

を
完
全
に
は
克
服
で
き
ず
、
主
要
産
業
で
あ
る
特
産
物
を
生
産
す
る
畑
方
は
、

徐
々
に
荒
廃
が
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
下
伊
勢
畑
村
の
繁
栄
は
翳
を

呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
宝
暦
元
年
に
至
る
年
貢
収
納
の
過
酷
さ
の
増
大

一
七
世
紀
末
か
ら
下
伊
勢
畑
村
は
徐
々
に
畑
方
の
荒
廃
が
進
行
し
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
対
策
は
た
て
ら
れ
た
。
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
四
月

に
は
、
川
欠
畑
一
一
六
石
余
の
代
地
が
渡
さ
れ

（
25
）

た
。
村
人
達
は
再
開
発
に
励

み
、
こ
の
内
宝
永
六
年
に
一
六
石
八
二
一
を
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に

三
八
石
九
二
九
を
、
同
一
一
年
に
五
石
一
四
三
を
再
開
発
し
た
。
従
っ
て
表

７
の
享
保
一
一
年
の
畑
方
荒
地
一
四
三
石
余
は
、
正
確
に
は
こ
の
分
引
か
れ

て
、
内
実
は
九
七
石
三
六
九
で
あ

（
26
）

る
。
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
も
代
地

一
二
石
六
一
四
が
立
ち
帰
り
に
な
っ
て
い

（
27
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
荒
廃
は
着
実
に
進
行
し
た
。
下
伊
勢
畑
村
は
次
第
に

困
窮
の
度
を
高
め
、
年
貢
に
苦
し
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
あ
り
様
を

幸
い
に
こ
の
村
に
は
享
保
元
年
以
来
の
指
銭
帳
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

出
費
の
村
役
人
出
張
の
記
事
に
よ
り
な
が
ら
、
以
下
に
追
っ
て
み
る
。

特
産
物
＝
煙
草
の
生
産
の
た
め
に
主
穀
の
不
足
を
来
た
す
こ
と
は
、
既
に

こ
の
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
相
川
の
三
衛

門
が
火
事
と
な
り
、
そ
の
夫
食
稗
願
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
特
殊
な
例
外
で

あ
る
が
、
夫
食
願
は
享
保
三
年
以
降
、
毎
年
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
い
る
。
四

年
一
〇
月
に
は
「
当
村
百
性

（
マ
マ
）困
窮
ニ
付
拝
借
願
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
金

子
の
拝
借
で
あ
ろ
う
。
五
年
一
一
月
に
は
「
当
村
百
性

（
マ
マ
）欠
落
仕
候
儀
御
訴
訟

又
ハ
拝
借
之
儀
」
を
願
っ
て
い
る
。
生
活
で
き
ず
欠
け
落
ち
す
る
者
が
出
た

の
で
あ
る
。
六
年
に
は
二
月
、
三
月
、
九
月
と
夫
食
稗
願
が
出
さ
れ
た
。

欠
落
も
出
る
困
窮
の
村
方
で
あ
っ
た
下
伊
勢
畑
村
を
襲
っ
た
の
が
、
自
然

の
災
害
で
あ
っ
た
。
一
般
に
享
保
期
は
安
定
し
た
時
期
と
理
解
さ
れ
や
す
い

が
、
実
は
し
ば
し
ば
自
然
の
災
害
が
襲
っ
た
時
で
あ
る
。
水
戸
藩
領
も
そ
の

例
外
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
下
伊
勢
畑
村
は
大
き
な
損
害
を
蒙
る
こ
と
に
な

っ
た
。
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
閏
七
月
に
は
、「
水
押
の
訴
」
が
出
さ
れ

て
い
る
。
水
害
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
九
月
に
三
回
目
の
夫
食
願

が
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
七
年
四
月
頃
に
は
「
雹
打
訴
」

が
出
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
雹
の
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
下
伊
勢
畑
村
の
実

情
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
上
伊
勢
畑
村
で
は
畑
方
本
郷
分
四
六
二
石
余
の

内
、
四
七
石
余
が
こ
の
た
め
に
半
納
に
な
っ

（
28
）

た
。
下
伊
勢
畑
村
で
も
同
様
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
三
月
頃
に
は
夫
食
拝
借
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

伝
衛
門
が
欠
落
し
た
。
そ
し
て
、
一
一
月
に
は
拝
借
稗
の
延
納
願
が
出
さ
れ

る
事
態
に
至
っ
た
。

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
八
月
に
は
再
び
「
水
押
訴
」
が
出
さ
れ
た
。
こ

の
た
め
に
少
な
い
年
は
一
二
石
程
で
あ
っ
た
田
方
付
荒
引
高
が
、
倍
以
上
の

二
七
石
余
に
な
っ
た
。
畑
方
も
「
本
郷
分
」
九
四
四
石
余
の
内
、
三
六
五
石

が
半
納
か
ら
四
分
の
一
減
納
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
一
〇
月
に

は
再
び
拝
借
稗
の
延
納
願
が
出
さ
れ
た
。
翌
九
月
に
も
前
年
分
の
延
納
願
が

出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
に
村
嶋
家
の
知
行
が
上
知
に
な
っ
た
。
こ
れ

に
関
し
て
、
庄
屋
庄
兵
衛
は
「
未
進
詰
御
用
ニ
役
所
ヘ
」
行
っ
た
。
こ
れ
ま

で
未
進
が
あ
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
既
に
未
進
が
あ
っ
た
の
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で
あ
る
。
こ
の
年
の
秋
に
代
官
が
一
宿
し
て
い
る
の
も
、
下
伊
勢
畑
村
の
困

窮
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

享
保
一
〇
年
（
一
七
二
六
）
の
史
料
は
全
く
欠
け
て
い
る
。
一
一
年
は
前

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
代
地
三
八
石
余
の
本
郷
分
組
み
入
れ
が
な
さ
れ
た
年

で
あ
る
が
、
逆
に
三
月
頃
に
芝
付
田
方
見
分
御
用
に
役
人
が
来
村
し
た
。
九

月
に
永
引
改
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
一
月
に
組
頭
金
左
衛
門
が
永
引

芝
付
帳
を
郡
奉
行
所
に
持
参
し
た
。
表
７
に
享
保
一
一
年
分
と
し
て
示
し
た

数
値
が
そ
れ
で
あ

（
29
）

る
。
荒
廃
の
進
行
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の

改
は
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
月
に
は
夫
食
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お

こ
の
年
上
伊
勢
畑
村
と
の
「
懸
り
合
」
穿
鑿
に
役
人
が
二
人
来
て
七
泊
し
た
。

両
村
の
間
に
出
入
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）、
下
伊
勢
畑
村
は
年
貢
未
進
を
し
た
。
ど
の

程
度
の
未
進
で
あ
っ
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
年
の
年
貢
が
翌
一
二

年
五
月
に
上
納
さ
れ
て
い
る
。
な
お
一
一
年
は
上
伊
勢
畑
村
の
年
貢
割
付
状

で
み
る
限
り
天
候
異
変
は
な
く
、
む
し
ろ
畑
方
本
郷
分
が
一
分
増
徴
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
下
伊
勢
畑
村
の
未
進
は
毎
年
常
態
化
す
る
。
ま

た
一
二
年
は
閏
一
月
に
夫
食
願
が
出
さ
れ
、
一
〇
月
に
は
夫
食
稗
延
納
願
が

出
さ
れ
た
。

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
の
年
貢
も
未
進
に
な
っ
た
。
一
三
年
二
月
に
、

庄
屋
庄
兵
衛
と
組
頭
八
衛
門
は
代
方
未
進
の
穿
鑿
に
北
方
村
に
召
出
さ
れ

た
。
一
二
年
の
未
進
分
は
一
三
年
二
月
、
七
月
、
一
〇
月
、
一
一
月
と
分
納

さ
れ
た
。
こ
の
間
八
月
に
は
、
庄
屋
組
頭
全
員
が
未
進
の
た
め
に
粟
野
村
に

呼
出
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
こ
の
年
は
非
常
な
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
八
月
に
村

役
人
は
水
押
の
た
め
に
内
改
字
付
帳
を
作
製
し
て
い
る
。
年
貢
割
付
状
に
よ

る
と
、
こ
の
年
に
田
方
「
本
郷
分
田
」
の
内
一
石
八
一
八
が
、
各
免
分
田
の

内
五
石
六
四
七
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
分
取
と
五
分
取
に
減
免
さ
れ
た
。
さ
ら
に

そ
の
後
数
年
の
内
に
、
四
分
取
と
三
分
取
に
さ
ら
に
減
免
さ
れ
た
。
事
実
上

荒
地
に
な
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
。
一
方
畑
方
は
本
郷
各
免
九
四
八
石
余
の

内
、
一
七
九
石
余
が
半
免
か
ら
四
分
の
一
減
免
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
翌

年
八
月
に
永
引
改
が
な
さ
れ
、
新
た
に
田
畑
合
わ
せ
て
一
三
石
二
七
四
が
永

引
地
と
な
っ

（
30
）

た
。

享
保
一
三
年
（
一
六
二
八
）
の
年
貢
も
未
進
に
な
っ
た
。
こ
の
分
を
翌
一

四
年
二
月
、
四
月
に
二
回
、
六
月
と
上
納
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
四
年
三
月

に
、
下
伊
勢
畑
村
を
含
む
近
隣
の
村
々
は
享
保
一
二
、
一
三
年
の
夫
食
拝
借

の
延
納
を
願
っ
て
歎
願
を
し
た
。
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一三
月

七
十
九
文
　
同
人

（
庄
兵
衛
）

是
ハ
午
未
両
年
分
之
夫
食
拝
借
仕
候
分
、
延
御
訴
訟
ニ
村
々
く
ミ
合
、

下
圷
村
阿
わ
の
村
庄
屋
衆
、
御
屋
敷
へ
為
レ

登
申
候
入
目
遣
、
粟
野

村
へ
遣
申
候
。

こ
こ
で
「
御
屋
敷
」
に
行
っ
た
と
あ
る
の
は
一
考
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
夫
食
拝
借
は
郡
奉
行
と
代
官
の
「
役
所
」
に
願
い
出
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
を
「
御
屋
敷
」
に
行
っ
た
と
い
う
の
は
、「
役
所
」
を
越
え
て
、

す
な
わ
ち
越
訴
を
上
級
者
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
後
に
尋
問
・
処
罰
な
ど
の
関
連
記
事
が
な
い
所
か
ら
判
断
す
る
と
、

村
々
の
代
表
で
あ
る
の
で
郡
奉
行
か
代
官
が
直
々
に
「
屋
敷
」
で
会
っ
た
と

理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
困
窮
化
し
て
い
た
の
は
下
伊
勢
畑
村
の
み
で

な
く
、
周
辺
一
帯
の
村
方
に
共
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
年
一
〇
月

に
は
御
山
守
の
た
め
に
拝
借
金
を
願
っ
て
い
る
。

享
保
一
五
年
（
一
六
三
〇
）
に
は
再
び
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
に

一
六
年
八
月
に
永
引
改
が
実
施
さ
れ
て
、
新
た
に
本
郷
新
田
の
畑
方
合
わ
せ

て
一
八
石
九
一
五
が
永
引
地
と
な
っ

（
31
）

た
。
な
お
田
方
の
被
害
は
不
明
で
あ
る

が
、
上
伊
勢
畑
村
の
場
合
、
八
四
石
余
の
田
方
の
内
、
四
石
程
が
半
免
か
三

分
の
一
減
免
に
な
っ
て
い

（
32
）

る
。
下
伊
勢
畑
村
の
田
方
も
多
少
の
被
害
を
受
け

た
で
あ
ろ
う
。
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享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
に
な
る
と
事
態
は
一
層
悪
化
す
る
。
二
月
に

庄
屋
組
頭
全
員
が
前
年
の
未
進
の
事
で
北
方
村
に
召
出
さ
れ
、
一
泊
し
た
。

余
程
き
つ
い
穿
鑿
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
は
二
月
か
ら
未
進
金
の

上
納
で
あ
る
。
三
月
に
は
前
年
の
浮
役
金
は
上
納
し
た
が
、
一
方
で
は
未
進

金
の
延
納
願
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
三
月
、
四
月
と
未
進
金
は
上
納
さ
れ
た

が
、
未
進
金
は
皆
済
さ
れ
な
か
っ
た
。
四
月
に
再
び
村
役
人
は
前
年
の
未
進

金
の
こ
と
で
高
久
村
に
召
出
さ
れ
た
。
何
人
の
村
役
人
が
行
っ
た
の
か
、
ま

た
何
泊
し
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
月
に
北
方
村
で
全
員
一
泊
し

た
時
の
費
用
が
五
〇
〇
文
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
は
四
〇
〇
文
で

あ
っ
た
か
ら
、
七
人
の
庄
屋
組
頭
の
ほ
と
ん
ど
が
行
き
、
一
泊
し
て
き
び
し

い
穿
鑿
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
五
月
に
は
ま
た
三
人
の
組
頭
が
前
年
の
未
進

金
の
こ
と
で
大
山
村
へ
行
っ
た
。
未
進
金
は
こ
の
後
八
月
に
上
納
さ
れ
た
が
、

九
月
の
こ
の
年
の
初
済
期
の
上
納
は
延
納
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
に
庄
屋
庄
兵
衛
と
組
頭
三
人
が
下
小
坂
村
へ
行
き
、
一
泊
し

た
。
そ
し
て
、
一
一
月
に
は
延
納
の
日
請
を
願
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
何
日
に

は
上
納
す
る
の
で
延
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
月
庄
兵
衛
は

年
貢
上
納
の
訴
え
を
す
る
た
め
に
水
戸
に
行
き
二
泊
し
た
が
、
年
貢
が
滞
っ

て
い
た
た
め
に
組
頭
二
人
が
縄
下
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
粟
野
村
に
行
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
一
二
月
に
は
庄
兵
衛
と
組
頭
二
人
は
高
根
村
に

行
き
、
年
貢
皆
済
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
日
請
を
願
っ
た
。
三
人
は
二
泊
し
た
。

日
請
年
貢
は
こ
の
月
組
頭
の
安
左
衛
門
が
上
納
し
た
。
こ
の
年
、
下
伊
勢
畑

村
が
い
か
に
苦
境
に
あ
っ
た
か
は
、
夫
食
稗
願
を
二
月
、
四
月
、
七
月
、
八

月
、
一
一
月
に
願
っ
た
こ
と
が
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
ん
な
に
何
回
も
願
っ

た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

に
ひ
ど
い
年
貢
の
未
進
・
滞
納
が
こ
れ
以
後
常
態
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
も
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
に
田
方
七

升
八
合
が
新
た
に
永
引
地
と
な
っ

（
33
）

た
。
か
く
し
て
こ
の
年
、
荒
廃
に
よ
る
永

引
の
田
畑
の
総
計
は
、
本
郷
分
で
一
二
七
石
九
四
、
新
田
分
で
四
一
石
一
六

四
、
合
計
一
六
九
石

（
34
）

余
と
、
代
地
の
割
渡
の
効
果
を
無
に
す
る
増
大
を
示
し

て
い
る
。
二
月
に
は
夫
食
拝
借
が
な
さ
れ
、
四
月
に
は
追
願
が
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
年
も
正
月
か
ら
村
役
人
は
全
員
、
前
年
の
未
進
の
こ
と
で
大

山
村
に
召
出
さ
れ
た
。
前
年
分
の
未
進
は
二
月
、
三
月
に
二
回
、
そ
し
て
そ

の
後
二
回
に
わ
た
っ
て
分
納
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
一
度
、
庄
屋
庄
兵
衛
と
組

頭
五
衛
門
は
下
古
内
村
詰
に
な
っ
た
。「
詰
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
明
記

し
た
史
料
は
な
い
が
、
以
後
の
用
例
か
ら
年
貢
の
人
質
と
さ
れ
た
と
理
解
で

き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
年
貢
皆
済
も
日
請
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
庄
兵

衛
と
組
頭
三
人
は
上
穴
沢
村
に
「
一
夜
詰
」
と
な
っ
た
。

享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
の
二
月
に
も
、
庄
屋
庄
兵
衛
と
組
頭
文
左
衛

門
は
、
未
進
御
用
で
北
方
村
へ
行
っ
た
。
前
年
の
年
貢
は
や
は
り
未
進
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
判
明
す
る
限
り
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
六
回
に

わ
た
っ
て
分
納
し
た
。
こ
の
内
四
月
頃
に
水
戸
へ
行
っ
た
組
頭
安
左
衛
門
は

二
泊
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
三
月
頃
に
「
未
進
金
御
用
」
で
水
戸
の
代

官
所
へ
行
っ
た
組
頭
八
衛
門
は
、
三
泊
し
て
い
る
。
普
通
水
戸
出
張
は
一
泊

で
あ
る
か
ら
、
き
び
し
く
完
納
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
ね
ば
り
強
く

実
情
を
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
五
月
頃
に
前
年
分
と
は
記
さ
れ

て
い
な
い
未
進
金
が
上
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
年
の
年
貢
も
未
進
に

な
っ
た
。
一
一
月
に
は
中
済
期
の
上
納
が
滞
っ
た
。
こ
の
時
に
も
庄
兵
衛
は

組
頭
二
人
と
と
も
に
、
泊
ま
り
が
け
に
な
っ
た
。

享
保
一
九
年
（
一
六
三
四
）
に
は
、
再
び
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
た
め

に
翌
年
に
畑
方
本
郷
分
二
石
余
が
永
引
地
と
な
っ

（
35
）

た
。
そ
し
て
、
こ
の
後
も

た
び
た
び
水
害
に
襲
わ
れ
て
、
永
引
地
は
徐
々
に
増
大
し
て
い
く
。

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
は
、
正
月
六
日
に
年
貢
の
訴
え
に
組
頭
五
衛

門
は
水
戸
に
行
っ
た
。
こ
の
年
も
前
年
の
未
進
に
追
わ
れ
、
正
月
か
ら
五
月

ま
で
五
回
分
納
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
三
月
と
九
月
と
一
一
月
に
、
何
年
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分
か
の
指
定
の
な
い
未
進
上
納
が
な
さ
れ
た
。
し
か
も
、
正
月
、
四
月
、
六

月
と
前
年
分
の
未
進
上
納
が
滞
っ
た
。
七
月
に
も
未
進
が
滞
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
度
ご
と
に
、
村
役
人
達
は
水
戸
に
二
泊
、
三
泊
す
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。
そ
し
て
、
一
一
月
に
は
こ
の
年
の
初
済
期
と
中
済
期
の
上
納
が
滞
っ

た
。
特
に
一
二
月
に
は
中
済
期
の
上
納
が
大
滞
り
と
な
っ
た
。
そ
の
都
度
村

役
人
は
代
官
所
役
人
の
出
張
先
に
召
出
さ
れ
た
。
一
二
月
に
は
皆
済
金
も
滞

り
、
庄
屋
庄
兵
衛
と
組
頭
二
人
は
つ
い
に
下
伊
勢
畑
村
の
寺
院
長
昌
寺
を

「
先
立
」
て
、
下
圷
村
に
行
く
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
庄

兵
衛
と
組
頭
文
左
衛
門
は
郡
奉
行
所
に
召
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
ま
た
村
役
人

は
皆
、
皆
済
滞
り
の
た
め
に
大
山
村
へ
行
っ
た
。
一
泊
し
た
と
み
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
の
六
月
に
庄
兵
衛
は
、「
辰
人
別
月
切
指
上
延
引
」
し

た
た
め
に
「
御
立
腹
」
を
蒙
り
、
水
戸
に
六
泊
し
た
。
な
ぜ
彼
が
人
別
の
報

告
を
遅
ら
せ
た
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
「
卯
未
進
人
御
セ

さん
脱
カく
御
用
并
辰
夫
金
村
々
御
収
納
之
節
」、
代
官
方
役
人
が
一
人
、
一
〇
日

に
わ
た
っ
て
下
伊
勢
畑
村
に
逗
留
し
た
。
夫
金
は
六
月
に
上
納
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
た
め
に
事
務
が
渋
滞
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
年
の
未
進
は
一
〇
日
も
代
官
方
役
人
が
穿
鑿
に
逗
留
す
る
程
深
刻
で
あ

り
、
ま
た
藩
の
別
の
仕
事
を
で
き
な
く
さ
せ
る
程
、
そ
の
追
究
は
き
び
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
〇
月
と
一
一
月
に
は
「
拝
借
」
を
願
っ
て
い
る
。

夫
食
願
は
四
月
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
「
拝
借
」
は
稗
で
は
な
く
、
時
期
的
に

み
て
金
子
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
年
貢
の
上
納
の
た
め
に
藩
に
拝
借
金
を

願
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
帳
簿
上
は
年
貢
は
上
納
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
が
、
実
際
は
利
子
を
加
え
て
負
担
は
後
年
に
過
重
さ
れ
て
送
ら
れ
た
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
こ
れ
以
後
の
下
伊
勢
畑
村
は
さ
ら
に

年
貢
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
、
元
年
の
洪
水
の
た
め
に
新
た
に
一
石
余

の
永
引
地
が
加
え
ら
れ

（
36
）

た
。
そ
し
て
三
年
も
未
進
の
上
納
に
追
わ
れ
た
。
六

月
二
回
、
七
月
、
一
〇
月
に
未
進
は
上
納
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
順
調
に

上
納
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
二
月
に
庄
屋
庄
兵
衛
は
未
進
金
の
こ
と
で
水
戸

の
両
役
所
（
郡
奉
行
・
代
官
）
へ
行
き
、
二
泊
し
た
。
同
じ
用
で
三
月
に
は

組
頭
二
人
が
上
穴
沢
村
へ
、
ま
た
同
月
庄
兵
衛
は
粟
野
村
へ
、
七
月
に
北
方

村
へ
、
八
月
に
は
組
頭
惣
兵
衛
と
と
も
に
上
穴
沢
村
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
八

月
に
は
ま
た
組
頭
次
左
衛
門
と
上
圷
村
へ
行
き
、「
代
官
様
よ
り
御
物
成
万

納
方
被
二

仰
付
一

」
に
至
っ
た
。
そ
れ
だ
け
苦
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
三

月
に
は
夫
食
願
が
出
さ
れ
、
五
月
に
そ
の
面
付
帳
を
代
官
所
に
提
出
し
た
。

そ
し
て
こ
の
年
も
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
七
月
に
そ
の
訴
が
な
さ
れ
た
。
こ
ん

な
現
実
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の
年
の
年
貢
も
滞
っ
た
。
八
月
に
は
大
豆
金
が
滞

り
、
三
人
の
組
頭
が
下
圷
村
に
一
泊
詰
め
た
。
一
一
月
に
は
初
済
期
が
滞
り
、

一
二
月
に
は
皆
済
金
早
納
が
滞
り
、
組
頭
二
人
が
大
山
村
に
詰
め
た
。
そ
し

て
皆
済
金
も
滞
り
、
村
役
人
全
員
が
粟
野
村
詰
に
な
っ
た
。
皆
済
金
は
日
割

上
納
に
な
っ
た
。

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
正
月
に
は
、
こ
れ
ま
で
記
さ
な
か
っ
た
が
、
毎

年
の
よ
う
に
賦
課
さ
れ
て
来
た
御
用
金
が
、
年
賦
と
な
っ
て
上
納
さ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
年
も
未
進
金
に
追
わ
れ
た
。
未
進
金
は
三
月
二
回
、
四
月
、

五
月
、
六
月
、
七
月
二
回
、
八
月
に
わ
た
っ
て
分
納
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
物

（
37
）

成
の
こ
と
で
組
頭
忠
左
衛
門
が
二
月
に
水
戸
に
行
っ
た
。
ま
た
三
月
に
庄
屋

庄
兵
衛
は
未
進
の
こ
と
で
孫
根
村
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
九
月
に
庄
兵
衛
は
組

頭
二
人
と
孫
根
村
に
行
き
、「
大
代
官
様
よ
り
諸
上
納
之
儀
被
二

仰
渡
一

」
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
一
一
月
に
庄
兵
衛
と
組
頭
次
左
衛
門
が
、「
拝
借
金
并
御

未
進
金
」
の
こ
と
で
粟
野
村
へ
行
っ
た
。
拝
借
金
に
よ
っ
て
未
進
金
を
完
納

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
年
貢
も
滞
り
勝
ち
で
あ
っ
た
。

八
月
に
は
大
豆
金
が
滞
り
、
組
頭
二
人
が
北
方
村
に
詰
め
た
。
一
一
月
に
は

中
済
期
が
滞
り
、
組
頭
三
人
が
下
圷
村
に
召
出
さ
れ
た
。
一
二
月
一
二
日
に

は
皆
済
早
納
が
滞
り
、
組
頭
三
人
が
下
圷
村
に
詰
め
た
。
一
七
日
に
は
庄
屋
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組
頭
は
年
貢
皆
済
の
た
め
に
大
山
村
に
詰
め
た
。
二
〇
日
に
は
皆
済
金
が
日

割
に
な
っ
た
。
こ
の
時
も
庄
兵
衛
は
組
頭
忠
左
衛
門
と
大
山
村
に
詰
め
た
。

夫
食
に
関
し
て
も
、
二
月
、
三
月
に
願
い
出
た
が
、
一
〇
月
に
は
延
納
願
が

出
さ
れ
て
い
る
。

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
も
年
貢
は
未
進
に
な
っ
た
。
寛
保
元
年
（
一
七

四
一
）
に
は
三
月
、
四
月
二
回
、
五
月
、
六
月
、
七
月
、
八
月
、
一
〇
月
に

未
進
金
は
上
納
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
四
月
に
未
進
金
が
滞
っ
た
。
そ
の
た
め

に
庄
屋
庄
兵
衛
と
組
頭
忠
左
衛
門
は
高
久
村
で
穿
鑿
を
受
け
た
。
こ
の
月
晦

日
に
は
未
進
面
付
帳
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
年
貢
も
滞
り
勝
ち
で
あ
っ

た
。
八
月
に
は
大
豆
金
が
滞
っ
た
。
九
月
に
は
初
済
期
が
滞
っ
た
。
一
一
月

に
は
中
済
期
が
滞
っ
た
。
そ
し
て
一
二
月
に
は
年
貢
早
納
が
滞
り
、
組
頭
二

人
が
粟
野
村
に
詰
め
た
。
一
八
日
に
は
皆
済
金
日
割
上
納
の
た
め
、
庄
屋
組

頭
は
下
圷
村
に
詰
め
た
。
二
〇
日
に
も
組
頭
二
人
が
北
方
村
詰
に
な
っ
て
い

る
。寛

保
二
年
（
一
七
四
二
）
も
未
進
の
上
納
に
追
わ
れ
た
。
未
進
金
は
三
月
、

四
月
、
五
月
、
七
月
二
回
、
八
月
二
回
、
九
月
、
一
二
月
に
分
納
さ
れ
た
。

こ
の
間
五
月
に
、
庄
屋
庄
兵
衛
は
未
進
の
御
用
で
上
穴
沢
村
に
行
っ
た
。
八

月
に
は
水
害
に
襲
わ
れ
、
田
畑
の
見
分
願
が
出
さ
れ
た
。
寛
保
二
年
と
延
享

三
年
（
一
七
四
六
）
の
蔵
入
分
の
小
割
付
帳
を
比
べ
る
と
、
年
貢
は
田
方
で

一
九
石
余
と
二
一
石
余
、
畑
方
で
二
一
五
両
二
分
余
と
二
二
二
両
一
分
余
で

あ
る
か
ら
、
多
少
の
減
免
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
貢
は
相
変
わ

ら
ず
滞
っ
た
。
八
月
に
は
大
豆
金
が
、
九
月
に
は
初
済
期
が
滞
っ
た
。
一
二

月
に
も
皆
済
金
早
納
が
滞
り
、
組
頭
二
人
が
下
圷
村
に
詰
め
た
。
次
い
で
他

の
組
頭
文
左
衛
門
が
上
圷
村
に
詰
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
も
代
方
皆
済
は

日
割
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
庄
屋
組
頭
は
上
圷
村
に
行
っ
た
。
こ
の
年
は
中

済
期
を
滞
納
し
た
と
の
記
事
が
な
い
。
一
二
月
に
拝
借
金
を
願
い
出
て
許
可

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
お
か
げ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
負
担
は
過
重
さ

れ
て
後
年
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
指
銭
帳
は
二
月
迄
の
分
を
欠
い
て
い
る
。
三

月
に
夫
食
拝
借
追
願
が
出
さ
れ
た
。
前
年
か
ら
の
窮
状
が
続
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
未
進
は
四
月
二
回
、
六
月
、
一
〇
月
に
上
納
さ
れ
た
。
上
納
が
す
み

や
か
で
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
件
で
四
月
に
庄
屋
庄
兵
衛
が
高
久
村
へ
、

五
月
に
組
頭
二
人
が
下
穴
沢
村
へ
、
七
月
に
組
頭
八
郎
次
が
高
根
村
に
行
っ

た
。
こ
の
年
の
年
貢
も
滞
っ
た
。
六
月
に
夫
金
が
滞
り
、
庄
兵
衛
と
組
頭
惣

衛
門
が
上
穴
沢
村
に
一
夜
詰
め
た
。
九
月
に
は
雑
穀
代
と
初
済
期
を
滞
ら
せ

た
た
め
に
、
再
び
庄
兵
衛
は
村
方
の
長
昌
寺
に
同
道
し
て
も
ら
い
、
二
回
下

穴
沢
村
に
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
滞
り
様
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
一
一
月
に
は
中
済
期
が
滞
っ
た
。
さ
ら
に
拝
借
金
ま
で
滞
っ
て
、
庄

屋
組
頭
歩
行
夫
の
四
人
が
大
山
村
に
詰
め
た
。
こ
の
月
、
代
官
へ
年
貢
出
辻

帳
を
提
出
し
て
い
る
。
未
進
人
の
き
び
し
い
穿
鑿
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
一
八
日
に
は
組
頭
次
左
衛
門
が
皆
済
の
た
め
に
赤
沢
村
に
詰
め
た
。

そ
し
て
、
代
方
皆
済
上
納
の
日
割
を
命
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
皆
済
場
へ
村
役

人
全
員
が
詰
め
た
。
こ
の
年
、
窮
状
は
一
層
深
刻
に
な
っ
た
。
一
一
月
に
は

夫
食
延
納
願
が
出
さ
れ
、
ま
た
身
代
金
の
穿
鑿
が
な
さ
れ
た
。
破
産
す
る
者

が
相
継
い
だ
の
で
あ
る
。

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
三
月
に
は
、
救
稗
願
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
月
の

内
に
救
稗
は
許
可
に
な
っ
た
。
こ
の
救
稗
と
は
、
こ
の
後
四
月
に
「
救
稗
御

内
談
御
蔵
出
シ
願
」
に
庄
屋
庄
兵
衛
は
組
頭
八
郎
次
と
高
久
村
へ
行
き
、
六

月
に
は
組
頭
又
兵
衛
が
「
御
救
稗
買
人
直
段
御
尋
」
の
た
め
に
代
官
役
所
へ

行
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
夫
食
稗
と
違
っ
て
、
大
量
の
稗
を
藩
が
永

年
賦
で
村
に
貸
し
出
し
、
村
方
は
そ
れ
を
売
っ
て
資
金
を
得
る
御
救
稗
で
あ

る
。
こ
れ
も
負
担
を
後
年
に
増
大
し
て
送
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
の
記
載

で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
未
進
の
記
載
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
八
月
に
組
頭

善
次
郎
が
未
進
御
用
で
水
戸
に
行
っ
た
こ
と
と
、
九
月
に
組
頭
八
郎
次
が
未
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進
上
納
に
水
戸
に
行
っ
た
こ
と
と
、
一
一
月
に
庄
屋
次
左
衛
門
が
未
進
帳
面

を
下
圷
村
に
持
参
し
た
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
一
月
に

未
進
の
帳
簿
を
提
出
し
た
こ
と
と
前
年
の
滞
り
様
と
か
ら
考
え
て
も
、
未
進

上
納
・
御
用
が
ほ
か
に
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
い
く
つ
か
の
用
件
で

出
張
し
た
時
に
、
ほ
か
の
よ
り
重
要
な
用
件
だ
け
を
記
し
て
、
未
進
に
関
し

て
は
記
さ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
よ
り
重
要
な
記
事
と
し

て
は
こ
の
年
、
前
の
御
救
稗
と
元
長
入
獄
一
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
長
は
僧

侶
で
あ
る
が
、
彼
が
長
昌
寺
の
僧
な
の
か
、
最
下
層
の
墓
守
的
存
在
で
あ
っ

た
道
心
な
の
か
、
井
殿
山
の
修
験
の
一
人
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま

た
、
な
ぜ
入
獄
に
な
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
元
長
に
関
す
る
記
事
は
二

月
か
ら
一
一
月
ま
で
六
回
あ
る
。
こ
う
し
た
僧
侶
が
出
る
の
も
、
村
方
の
貧

窮
化
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
年
貢
も
多
く
滞
っ
た
。

八
月
に
は
大
豆
金
残
金
が
日
請
に
な
っ
た
。
一
一
月
に
は
中
済
期
が
滞
り
、

庄
屋
次
左
衛
門
と
組
頭
二
人
が
上
圷
村
に
一
泊
し
た
。
一
二
月
に
は
玄
米
籾

が
滞
り
、
組
頭
八
郎
次
が
水
戸
に
二
泊
し
た
。
そ
し
て
、
代
方
上
納
は
日
割

と
な
り
、
庄
屋
組
頭
は
皆
済
場
に
詰
め
た
。
な
お
こ
の
年
四
月
に
、
庄
屋
が

庄
兵
衛
か
ら
次
左
衛
門
に
代
わ
っ
た
。

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
は
、
前
年
に
続
い
て
御
救
稗
が
下
げ
渡
さ
れ

た
。
未
進
上
納
は
四
月
、
六
月
、
九
月
に
な
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
六
月
に
未

進
に
つ
き
高
久
村
に
組
頭
二
人
が
召
出
さ
れ
、
八
月
に
は
未
進
御
用
で
庄
屋

次
左
衛
門
と
組
頭
武
介
が
下
圷
村
に
詰
め
た
。
年
貢
も
滞
り
続
け
た
。
八
月

に
は
大
豆
金
残
が
日
請
と
な
り
、
九
月
に
は
初
済
期
が
日
請
と
な
っ
た
。
一

二
月
に
は
玄
米
籾
が
滞
っ
た
。
そ
し
て
、
閏
一
二
月
に
は
皆
済
金
日
割
書
付

を
指
上
げ
、
上
納
に
あ
た
っ
て
は
庄
屋
組
頭
が
下
圷
村
の
皆
済
場
に
詰
め
た
。

な
お
七
月
の
御
用
金
の
指
令
に
は
、
次
左
衛
門
と
組
頭
八
郎
次
が
上
圷
村
に

朝
か
ら
詰
め
た
。
ま
た
一
一
月
に
は
拝
借
稗
の
延
納
願
が
出
さ
れ
た
。
ま
た

こ
の
年
、
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
五
月
と
八
月
に
そ
の
訴
え
が
な
さ
れ
た
。
ま

た
出
火
が
あ
り
、
五
月
に
次
左
衛
門
は
長
昌
寺
を
同
道
し
て
水
戸
に
二
泊
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
年
さ
ら
な
る
不
幸
が
下
伊
勢
畑
村
を
襲
い
、
事
態
を
よ

り
悪
化
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
伊
勢
畑
村
で
は
こ
の
年
熱
病
の
た

め
に
大
勢
病
死
し
、
以
後
急
速
に
荒
廃
が
進
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
程
度

に
多
少
の
違
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
下
伊
勢
畑
村
も
同
じ
で

あ
っ
た
と
予
想
で
き
る
。

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
は
、
六
月
に
未
進
御
用
で
庄
屋
次
左
衛
門
と

組
頭
武
介
が
北
方
村
へ
行
っ
た
。
未
進
金
は
六
月
に
上
納
さ
れ
た
が
、
一
〇

月
に
は
未
進
金
が
滞
っ
た
。
こ
の
年
未
進
に
関
す
る
記
事
が
少
な
い
の
は
、

元
年
と
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。
夫
食
願
は
二
月
に
出
さ
れ
、
三
月
に
追
願
が

出
さ
れ
た
。
九
月
に
は
増
言
駒
金
が
滞
っ
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
に
は
返
納

稗
の
延
納
願
が
出
さ
れ
、
同
時
に
拝
借
金
願
が
出
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
年
に

砥
山
拝
借
金
が
下
げ
渡
さ
れ
た
。
困
窮
の
村
方
を
救
う
た
め
に
砥
山
開
発
が

企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
早
々
に
中
止
と
な
っ
て
い

（
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）

る
。
年
貢
も

滞
り
続
け
た
。
八
月
に
は
大
豆
金
残
が
日
請
と
な
っ
た
。
九
月
に
は
初
済
期

残
が
日
請
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
一
〇
月
に
滞
っ
た
。
一
一
月
に
は
玄
米
金

も
滞
っ
た
。
一
二
月
に
は
皆
済
金
が
日
割
に
な
り
、
そ
の
上
納
に
皆
済
場
の

高
久
村
に
庄
屋
組
頭
は
詰
め
た
。
な
お
こ
の
年
六
月
に
伝
八
が
「
乱
身
」
し

て
「
お
り
」
に
入
れ
ら
れ
た
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
乱
心
し
て
入
牢
し

た
の
だ
か
ら
、
彼
は
一
人
で
直
訴
し
よ
う
と
し
た
か
、
藩
の
役
人
に
無
礼
を

働
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
も
困
窮
故
に
起
き
た
一
件
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
も
正
月
か
ら
庄
屋
次
左
衛
門
と
組
頭
勝
衛
門
は
、

未
進
御
用
で
水
戸
に
召
出
さ
れ
た
。
未
進
金
は
六
月
、
七
月
、
八
月
に
上
納

さ
れ
た
が
、
一
一
月
に
は
滞
り
、
そ
の
後
日
請
上
納
し
て
い
る
。
三
月
に
は

救
稗
願
が
出
さ
れ
た
。
五
月
に
は
砥
山
拝
借
金
の
年
賦
上
納
が
申
し
渡
さ
れ

た
。
不
成
功
に
終
わ
る
事
業
の
借
金
だ
け
が
、
村
方
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
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来
る
の
で
あ
る
。
八
月
に
は
駒
増
言
金
が
再
び
滞
っ
た
。
そ
し
て
一
一
月
に

は
拝
借
金
願
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
年
八
月
に
も
洪
水
の
訴
え
が
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
年
貢
の
滞
り
も
相
継
い
だ
。
三
月
に
は
玄
米
金
が
滞
り
、
召
出
さ

れ
て
組
頭
勝
衛
門
が
水
戸
に
行
き
、
二
泊
し
た
。
六
月
に
は
夫
金
が
滞
り
、

召
出
さ
れ
て
庄
屋
次
左
衛
門
と
組
頭
惣
次
衛
門
が
大
山
村
に
行
っ
た
。
七
月

に
は
そ
の
延
納
願
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
月
に
は
給
人
へ
の
玄
米
割
御
免

願
が
出
さ
れ
た
。
九
月
に
は
初
済
期
が
滞
り
、
次
左
衛
門
と
組
頭
善
次
郎
が

召
出
さ
れ
て
水
戸
に
行
き
、
二
泊
し
た
。
一
一
月
に
は
中
済
期
の
延
納
が
願

わ
れ
た
。
一
二
月
に
は
皆
済
金
が
日
割
と
な
り
、
庄
屋
組
頭
は
皆
済
場
大
山

村
に
詰
め
た
。
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
は
未
進
・
滞
納
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
こ
の
年
の
一
一
月
二
六
日
か
ら
一
泊
、
一
二
月
一
六
日
か
ら
二
泊
、

代
方
収
納
御
用
に
、
西
野
与
左
衛
門
が
出
張
し
て
来
た
。
つ
い
に
代
官
所
役

人
が
直
接
取
立
て
に
出
向
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
四
月
、
下
伊
勢
畑
村
の
内
六
〇
三
石
二
が
新
た

に
松
平
大
蔵
大

（
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輔
の
給
分
と
な
り
、
ほ
か
の
給
人
は
整
理
さ
れ
て
、
残
り
は

蔵
入
分
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら
、
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
収
奪
は
よ

り
過
酷
な
方
法
で
実
施
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
年
の
指
銭
帳
は
破
損
が
ひ

ど
く
、
か
な
り
失
わ
れ
て
い
る
。
判
明
す
る
限
り
で
記
す
と
、
未
進
金
は
正

月
、
二
月
に
上
納
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
天
候
異
変
の
年
で
、
六
月
に
「
大
水

押
御
訴
」
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
七
月
に
は
雹
打
場
の
夫
食
願
が
出
さ
れ
、

さ
ら
に
追
願
し
て
い
る
。
こ
の
願
い
は
八
月
に
許
可
さ
れ
た
が
、
不
足
だ
っ

た
よ
う
で
九
月
に
さ
ら
に
追
願
し
た
。
一
〇
月
に
は
こ
の
面
付
帳
を
代
官
所

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
秋
作
の
減
免
願
を
し
て
い
る
。
閏
一
〇
月
に
は
こ

の
た
め
に
代
官
所
と
大
蔵
役
所
へ
拝
借
金
を
願
っ
た
。
拝
借
金
は
一
二
月
に

許
可
に
な
っ
た
。
年
貢
の
滞
り
も
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
が
、
領
主
側
の
対
応

は
よ
り
き
び
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
正
月
に
大
番
金
を
滞
ら
せ
て
代
官
か
ら

召
出
さ
れ
、
庄
屋
次
左
衛
門
と
組
頭
勝
衛
門
は
水
戸
へ
行
っ
た
。
五
月
に
は

大
蔵
分
夏
成
金
が
滞
り
、
横
瀬
村
に
召
出
さ
れ
て
組
頭
勝
衛
門
が
二
泊
し
た
。

そ
の
後
も
大
蔵
分
不
調
の
た
め
に
村
役
人
が
横
瀬
村
に
「
留
」
め
ら
れ
、
一

泊
し
た
。
留
と
は
詰
と
同
じ
く
人
質
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
六
月
に
は
夏

成
金
が
不
調
の
た
め
に
次
左
衛
門
が
水
戸
に
召
出
さ
れ
、「
押
被
二

指
置
一

」

て
四
泊
し
た
。
さ
ら
に
召
出
さ
れ
て
組
頭
八
郎
次
が
水
戸
に
行
く
と
呵
と
な

り
、
彼
は
「
彼
是
才
覚
」
の
た
め
に
三
泊
し
た
。
六
月
に
は
ま
た
、
大
蔵
分

の
不
調
で
村
役
人
が
水
戸
に
召
出
さ
れ
て
三
泊
し
た
。
七
月
に
夏
成
金
は
日

請
に
な
っ
た
。
こ
の
時
も
村
役
人
は
召
出
さ
れ
て
二
泊
し
た
。
八
月
に
は
大

豆
代
金
が
日
請
に
な
り
、
組
頭
又
兵
衛
が
二
泊
し
た
。
ま
た
蔵
入
分
が
滞
り
、

村
役
人
が
北
方
村
に
召
出
さ
れ
た
。
一
〇
月
に
は
中
済
期
が
不
調
で
、
村
役

人
一
人
が
水
戸
で
二
泊
し
た
。
大
蔵
分
も
不
調
で
横
瀬
村
へ
行
っ
た
組
頭
二

人
は
呵
・
留
と
な
り
、
三
泊
し
た
。
そ
し
て
一
二
月
に
は
庄
屋
組
頭
は
赤
沢

村
の
蔵
入
分
の
皆
済
場
に
詰
め
、
次
い
で
三
美
村
の
大
蔵
分
の
皆
済
場
に
詰

め
た
。
こ
の
ほ
か
に
三
月
七
日
か
ら
二
泊
で
西
野
与
五
衛
門
が
収
納
御
用
に
、

六
月
二
九
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
と
九
月
二
〇
日
か
ら
一
〇
月
三
日
ま
で
と

一
二
月
八
日
か
ら
四
泊
で
大
森
吉
衛
門
が
、
一
〇
月
一
八
日
か
ら
三
泊
で
森

嶋
五
衛
門
が
、
大
蔵
分
の
収
納
御
用
に
来
村
し
た
。

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
は
災
害
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
年
の

年
貢
は
減
免
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
史
料
は
な
い
が
、
残

さ
れ
た
小
割
付
帳
に
よ
る
と
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
「
畑
方
本
郷
分
」

の
取
箇
は
六
ツ
五
分
で
あ
っ
た
が
、
寛
延
二
年
は
六
ツ
で
あ
り
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
二
）、
三
年
は
六
ツ
二
分
で
あ
り
、
そ
し
て
四
年
以
降
は
六
ツ
三
分

と
な
る
。
従
っ
て
寛
延
元
年
の
災
害
で
減
免
さ
れ
た
分
を
序
々
に
回
復
さ
せ

た
が
、
つ
い
に
元
の
高
さ
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
は
、
正
月
か
ら
大
蔵
分
の
未
進
金
が
滞
り
、
組

頭
勝
衛
門
が
水
戸
に
三
泊
し
た
。
こ
の
月
庄
屋
次
左
衛
門
は
こ
の
願
い
の
た

め
に
水
戸
に
行
っ
た
。
大
蔵
分
の
未
進
金
は
日
請
と
な
り
、
二
月
に
上
納
さ
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れ
た
。
三
月
に
も
上
納
さ
れ
た
が
、
こ
の
月
に
は
大
蔵
分
未
進
御
用
で
召
出

さ
れ
、
次
左
衛
門
と
勝
衛
門
は
三
美
村
に
詰
め
た
。
し
か
し
、
日
請
上
納
は

不
足
と
な
り
、
勝
衛
門
は
二
夜
留
と
な
っ
た
。
四
月
に
も
同
分
の
未
進
月
割

日
請
が
滞
っ
て
召
出
さ
れ
、
次
左
衛
門
と
勝
衛
門
が
水
戸
に
行
っ
た
。
七
月

に
も
同
分
が
滞
り
、
組
頭
吉
兵
衛
が
石
塚
村
に
留
に
な
っ
た
。
八
月
に
も
同

分
が
不
調
と
な
り
、
組
頭
惣
衛
門
が
水
戸
に
行
き
、
二
泊
し
た
。
一
方
夫
食

願
は
一
月
、
二
月
と
出
さ
れ
た
。
三
月
に
は
前
年
の
返
納
稗
の
不
足
分
を
借

用
し
て
い
た
の
を
上
納
し
た
。
一
二
月
に
も
同
様
の
上
納
を
し
た
。
拝
借
金

は
一
〇
月
に
願
っ
た
。
こ
ん
な
調
子
で
あ
る
か
ら
、
滞
り
も
絶
え
な
か
っ
た
。

一
月
に
は
大
蔵
分
の
日
請
金
が
滞
り
、
惣
衛
門
が
水
戸
に
三
泊
し
た
。
四
月

に
も
日
請
金
が
滞
り
、
吉
兵
衛
が
水
戸
に
二
泊
し
た
。
六
月
に
は
玄
米
金
が

不
調
で
、
延
納
を
願
っ
た
。
八
月
に
は
雑
穀
代
が
滞
り
、
組
頭
八
郎
次
が
高

野
村
へ
行
き
、
一
泊
し
て
日
請
に
し
た
。
同
じ
月
に
再
び
雑
穀
代
は
不
調
に

な
り
、
組
頭
文
衛
門
が
高
野
村
で
一
泊
し
、
次
い
で
そ
の
日
請
願
に
ま
た
八

郎
次
が
横
瀬
村
に
一
泊
し
た
。
一
二
月
に
は
大
蔵
分
の
中
済
期
が
滞
り
、
八

郎
次
は
水
戸
に
二
泊
し
た
。
こ
の
訴
願
に
は
一
日
知
□
院
も
同
行
し
た
。
再

び
僧
侶
を
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
い
で
大
蔵
分
の
皆
済
金
早
納
が

不
調
に
な
り
、
組
頭
惣
次
衛
門
は
三
美
村
で
留
と
な
り
、
一
泊
し
た
。
さ
ら

に
皆
済
金
も
不
調
に
な
り
、
こ
の
た
め
吉
兵
衛
は
水
戸
で
二
泊
し
て
才
覚
し
、

上
納
し
た
。
ま
た
三
美
村
で
の
大
蔵
分
の
皆
済
も
滞
り
、
呵
と
な
っ
た
た
め

に
三
美
村
の
社
家
を
頼
ん
だ
。
ま
た
高
久
村
で
の
蔵
入
分
の
皆
済
に
は
、
庄

屋
組
頭
が
か
わ
る
が
わ
る
詰
め
た
。
こ
の
時
に
も
呵
と
な
り
、
宗
教
者
が
頼

ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
年
も
、
六
月
五
日
か
ら
一
三
日
ま
で
大
蔵
分
の

収
納
方
役
人
小
池
清
衛
門
が
来
村
し
た
。
な
お
五
月
に
芝
付
追
願
が
出
さ
れ

た
。
荒
廃
は
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
は
、
収
納
の
過
酷
さ
は
一
段
と
増
大
し
た
。

こ
の
年
も
正
月
か
ら
大
蔵
分
の
未
進
不
調
に
悩
ま
さ
れ
た
。
二
月
に
は
滞
り
、

三
月
に
は
そ
の
内
の
潰
人
分
と
奉
公
人
分
の
御
救
願
が
出
さ
れ
た
。
潰
人
分

が
明
確
に
問
題
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
月
組
頭
の
吉
兵
衛
は
、
前

年
の
不
納
の
物
成
稗
不
足
分
を
才
覚
す
る
た
め
に
水
戸
に
一
泊
し
た
。
し
か

し
、
四
月
に
は
大
蔵
分
の
未
進
金
滞
り
の
た
め
に
、
組
頭
の
惣
衛
門
と
甚
内

が
四
二
日
の
入
獄
に
処
さ
れ
た
。
庄
屋
次
左
衛
門
は
水
戸
に
召
出
さ
れ
て
、

呵
・
九
日
間
の
宿
預
け
に
な
っ
た
。
大
蔵
分
の
未
進
金
は
五
月
に
二
回
上
納

さ
れ
た
が
、
一
回
は
日
請
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
六
月
に
は
再
び
不
調
と
な

っ
た
の
で
水
戸
で
借
金
を
し
て
上
納
し
た
が
、
月
末
に
は
ま
た
不
調
に
な
っ

た
。
閏
六
月
に
も
一
度
は
上
納
し
た
が
、
二
度
目
は
不
納
に
な
り
、
水
戸
に

召
出
さ
れ
て
惣
衛
門
が
二
泊
し
た
。
七
月
に
大
蔵
分
の
未
進
金
は
不
調
の
た

め
に
日
請
と
な
っ
た
。
こ
の
月
に
は
芝
付
追
願
が
出
さ
れ
た
。
年
貢
の
滞
り

も
相
継
い
だ
。
六
月
に
は
大
蔵
分
の
上
納
金
が
不
調
と
な
り
、
組
頭
八
郎
次

は
水
戸
に
二
泊
し
て
借
金
を
し
た
。
七
月
に
は
大
蔵
分
の
月
割
金
日
請
に
つ

き
、
次
左
衛
門
が
水
戸
に
召
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
八
月
に
は
雑
穀
代
が
滞
り
、

組
頭
惣
次
衛
門
が
野
口
村
に
留
と
な
っ
た
。
九
月
に
は
大
蔵
分
の
初
済
期
が

不
調
と
な
り
、
再
び
惣
次
衛
門
は
三
美
村
に
留
と
な
っ
た
。
一
〇
月
に
は
拝

借
願
が
出
さ
れ
た
が
、
大
蔵
分
の
残
米
代
が
滞
っ
た
。
一
一
月
に
大
蔵
分
の

中
済
期
は
日
請
と
な
っ
た
が
、
結
局
滞
っ
た
。
蔵
入
分
も
同
様
で
あ
る
。
一

二
月
の
皆
済
に
は
、
庄
屋
組
頭
が
か
わ
る
が
わ
る
皆
済
場
の
野
口
村
と
長
倉

村
に
詰
め
た
。
し
か
し
、
蔵
入
分
の
皆
済
は
滞
り
、
そ
の
た
め
に
長
昌
寺
を

頼
ん
だ
。
惣
衛
門
は
馬
頭
村
に
入
獄
と
な
っ
た
。
大
蔵
分
の
皆
済
に
も
、
庄

屋
組
頭
は
皆
済
場
北
方
村
に
詰
め
た
。
こ
の
皆
済
も
不
調
と
な
り
、
北
方
村

三
蔵
院
を
頼
ん
だ
。
ま
た
惣
衛
門
は
菅
又
村
で
一
泊
留
め
ら
れ
た
。
結
局
吉

兵
衛
と
八
郎
次
が
蔵
入
分
と
大
蔵
分
の
皆
済
金
を
水
戸
に
持
参
し
た
が
、
な

お
五
泊
し
て
金
子
の
才
覚
を
し
た
。
こ
の
時
は
光
台
寺
の
使
僧
を
頼
ん
だ
。

な
お
こ
の
年
も
二
月
に
収
納
御
用
に
潮
田
杢
衛
門
が
来
村
し
、
三
泊
し
た
。
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四
　
宝
暦
二
年
の
一
揆

三
で
み
た
よ
う
に
、
水
戸
藩
は
享
保
以
来
一
貫
し
て
下
伊
勢
畑
村
に
過
大

な
年
貢
を
賦
課
し
た
。
そ
し
て
、
下
伊
勢
畑
村
が
未
進
・
滞
納
で
苦
し
む
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
困
窮
し
潰
れ
人
の
出
る
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
を
減
免
し
な

か
っ
た
。
少
な
く
と
も
下
伊
勢
畑
村
の
窮
乏
化
を
阻
止
す
る
に
十
分
な
減
免

を
し
な
か
っ
た
。
表
８
は
享
保
期
の
年
貢
高
の
判
明
す
る
最
後
の
年
で
あ
る

享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
と
、
次
に
全
村
分
の
年
貢
高
が
判
明
す
る
宝
暦

三
年
（
一
七
五
三
）
の
年
貢
高
を
対
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

年
貢
は
畑
方
で
一
割
程
度
減
っ
て
い
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
方
で
荒
地
高
は
六
四
石
余
も
増
え
て
、
二
三
七
石
余
に
な
っ
た
。
こ

の
間
に
水
戸
藩
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
畑
方
本
郷
分
」
の
取
箇
を
六
ツ

五
分
か
ら
六
ツ
三
分
に
引
き
下

げ
る
と
と
も
に
、
同
分
の
内
か

ら
二
一
石
七
三
三
の
悪
所
分
を

認
め
て
、
二
ツ
七
分
の
低
い
取

箇
に
す
る
一
方
、
本
新
田
の
畑

方
荒
地
の
内
一
三
〇
石
四
〇
五

に
、
一
ツ
三
分
か
ら
九
分
の
年

貢
を
賦
課
す
る
よ
う
に
し
た
。

わ
ず
か
ば
か
り
の
減
免
を
す
る

一
方
で
、
増
徴
の
努
力
を
、
そ

れ
も
取
れ
る
は
ず
の
な
い
畑
方

荒
地
か
ら
年
貢
を
取
る
努
力
を

怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
過
酷
な
現
実
に
あ
っ

た
か
ら
、
下
伊
勢
畑
村
の
農
民
は
次
第
に
潰
れ
て
行
っ
た
。
表
９
は
宝
暦
二

年
（
一
七
五
二
）
の
指
銭
帳
に
よ
っ
て
、
農
民
階
層
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

指
銭
帳
に
は
一
九
五
人
の
農
民
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
引
高
の

た
め
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
庄
屋
組
頭
計
二
人
を
加
え
、
ま
た
残
り
四
人
の
組

頭
の
持
高
に
は
引
高
の
一
〇
石
を
加
え
て
表
示
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
こ
の
年

こ
の
村
に
は
二
四
人
の
新
田
百

（
40
）

姓
と
、
何
人
か
の
無
高
の
水
呑
が
い
る
は
ず

で
あ
る
が
、
大
勢
を
み
る
に
は
影
響
は
な
い
。
表
９
を
表
４
と
比
べ
る
と
、

こ
の
三
三
年
間
に
二
〇
軒
高
持
百
姓
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
も
三
石
未
満

層
が
二
七
軒
減
っ
て
い
る
か
ら
、
極
貧
層
か
ら
潰
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
下
伊
勢
畑
村
は
荷
重
な
年
貢
を
賦
課
さ
れ
困

窮
化
し
、
潰
れ
百
姓
が
続
出
す
る
現
実
に
あ
っ
た
。
未
進
・
滞
納
を
重
ね
る

こ
の
村
に
、
水
戸
藩
は
年
貢
収
奪
の
手
を
少
し
も
弛
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

厳
罰
を
以
て
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
宝
暦
二
年
九
月
二
一
日
、
下
伊
勢
畑
村
の

小
百
姓
は
つ
い
に
一
揆
を
起
こ
す
。
そ
こ
で
こ
の
年
の
経
過
を
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

一
月
六
日
に
庄
屋
次
左
衛
門
は
例
年
ど
お
り
に
新
年
の
祝
儀
に
両
役
所
を

お
と
ず
れ
た
。
一
六
日
に
は
こ
れ
も
例
年
ど
お
り
に
諸
人
馬
帳
諸
職
人
帳
を

指
上
げ
に
行

っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
水
戸
に

二
泊
し
て
い

る
。
水
戸
で

の
仕
事
は
普

通
一
泊
で
す

む
は
ず
だ
か

ら
、
二
泊
し

た
と
い
う
こ

表９　宝暦２年農民階層

表８　享保・宝暦年貢対照
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持　高 人数 人数 ％

24～27 1

21～24 2
5 2.5

18～21 1

15～18 1

12～15 4

９～12 9 54 27.4
６～９ 41

３～６ 93
138 70.1

０～３ 45

合　計 197 197 100

下伊勢畑区有文書「下伊勢畠村申年中
指銭帳」（1775）より作製。神官２名は
除いた。

享保18年 宝暦３年

荒 地 高 172石379 237石073

20.612田方年貢 21.   572 （21.325）

畑方年貢 605.   520 545.704

同 金 高 －－－－－ （216両2分1404文）
下伊勢畑区有文書　享保18年年貢割付状（1571）
宝暦３年小割付帳（1577，1578）より作製
（ ）内含口米金（口米金は３％）



と
は
書
か
れ
て
い
な
い
、
何
か
別
な
用
事
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
組
頭
惣
次
衛
門
は
、
大
蔵
分
の
未
進
金
等
が
不
調
に
な
っ
た
の
で
延
納

を
願
う
た
め
に
、
一
五
日
に
水
戸
に
行
き
二
泊
し
た
。
一
七
日
に
は
、
組
頭

又
衛
門
が
黒
鍬
に
同
道
し
て
水
戸
に
来
て
二
泊
し
た
。
一
方
村
方
に
は
一
月

一
八
日
か
ら
二
月
四
日
ま
で
、
郡
方
役
人
の
川
辺
武
七
と
宇
野
伊
助
が
荒
地

芝
付
改
に
滞
在
し
た
。

二
月
一
一
日
に
次
左
衛
門
と
組
頭
八
郎
次
は
芝
付
改
の
御
礼
に
水
戸
に
来

た
が
、
大
蔵
分
の
未
進
金
滞
り
の
た
め
召
出
し
の
御
用
も
あ
り
、
大
蔵
の
役

所
へ
行
き
呵
と
な
っ
た
。
水
戸
に
三
泊
し
て
金
子
の
才
覚
に
あ
た
っ
た
。
一

六
日
に
は
惣
次
衛
門
が
、
大
蔵
分
の
未
進
金
上
納
に
朝
か
ら
石
塚
村
に
詰
め

た
。
二
〇
日
に
は
次
左
衛
門
が
、
芝
付
帳
と
代
方
未
進
金
の
御
用
に
水
戸
へ

行
き
三
泊
し
た
。
こ
の
後
、
八
郎
次
が
大
蔵
分
の
未
進
御
用
で
管
又
村
に
詰

め
た
。
大
蔵
分
の
未
進
金
は
二
六
日
に
上
納
さ
れ
た
。
し
か
し
、
完
納
さ
れ

た
の
で
は
な
い
。
こ
の
後
、
組
頭
惣
衛
門
は
厩
方
か
ら
御
用
召
し
と
な
り
、

下
檜
沢
村
に
行
っ
て
二
泊
し
た
。
増
言
駒
金
も
滞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一

方
村
方
に
は
代
官
所
の
森
伝
五
衛
門
が
、
二
八
日
ま
で
収
納
御
用
に
来
村
し

た
。三

月
七
日
に
次
左
衛
門
は
組
頭
吉
兵
衛
と
と
も
に
水
戸
の
大
蔵
の
役
所
へ

行
き
、
未
進
金
の
年
賦
願
を
し
た
。
も
は
や
上
納
で
き
る
見
込
み
は
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
願
い
に
大
蔵
役
所
は
、
吉
兵
衛
は
二
泊
で
帰
し

た
が
、
庄
屋
次
左
衛
門
を
五
泊
の
留
め
に
し
た
。
高
圧
的
に
対
処
し
た
こ
と

が
伺
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
次
左
衛
門
は
水
戸
に
来
て
、
郡
奉
行
所
に
芝
付
下

免
願
を
提
出
し
て
三
泊
し
た
。
蔵
入
分
と
大
蔵
分
の
未
進
金
は
惣
衛
門
が
上

納
し
水
戸
に
二
泊
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
完
納
で
は
な
か
っ
た
。
二
五

日
に
は
大
蔵
分
未
進
年
賦
願
の
こ
と
で
召
出
し
と
な
り
、
次
左
衛
門
と
吉
兵

衛
は
再
び
水
戸
に
行
き
、
吉
兵
衛
は
二
泊
で
帰
っ
た
が
、
次
左
衛
門
は
四
泊

し
た
。
次
左
衛
門
は
休
む
間
も
な
く
、
二
九
日
に
は
大
蔵
分
の
月
割
未
進
金

が
滞
り
、
再
び
水
戸
に
召
出
さ
れ
て
留
め
に
な
り
、
二
泊
し
た
。
こ
の
間
、

組
頭
の
吉
兵
衛
と
甚
内
は
穿
鑿
を
受
け
、
上
納
金
の
た
め
に
働
い
た
。
こ
の

よ
う
な
現
状
で
あ
っ
た
か
ら
、
未
進
金
を
年
賦
に
す
る
こ
と
は
こ
の
村
の
悲

願
に
な
っ
て
い
た
。

四
月
六
日
に
は
甚
内
が
、
蔵
入
分
未
進
月
割
上
納
に
水
戸
に
行
き
二
泊
し

た
。
九
日
に
は
次
左
衛
門
が
大
豆
品
納
の
一
方
、
未
進
金
年
賦
願
の
た
め
に

水
戸
に
行
き
、
書
き
直
し
た
願
書
の
「
意
味
御
尋
」
に
四
泊
し
た
。
し
か
し
、

一
八
日
に
は
蔵
入
分
未
進
金
が
滞
り
、
惣
衛
門
が
訴
え
に
水
戸
に
行
っ
て
二

泊
し
た
。
そ
の
後
も
月
割
上
納
金
が
滞
り
、
大
蔵
役
所
へ
吉
兵
衛
は
訴
え
に

登
り
、
三
泊
し
た
。

五
月
二
日
に
は
再
び
大
蔵
分
の
未
進
金
が
滞
り
、
召
出
し
に
よ
り
次
左
衛

門
は
福
田
村
に
行
き
、
水
戸
に
回
っ
て
二
泊
し
た
。
大
蔵
分
の
月
割
未
進
金

は
七
日
に
八
郎
次
が
水
戸
に
行
っ
て
上
納
し
二
泊
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

事
実
は
未
進
金
の
上
納
が
月
割
と
か
日
請
と
か
の
方
法
で
は
、
も
は
や
上
納

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
惣
次
衛
門
が

蔵
入
分
の
稗
金
上
納
に
水
戸
に
行
き
二
泊
し
た
。
二
一
日
に
は
再
び
大
蔵
分

の
月
割
未
進
金
が
不
調
に
な
り
、
延
納
を
願
う
た
め
に
吉
兵
衛
は
水
戸
に
二

泊
し
た
。
そ
の
後
す
ぐ
に
惣
次
衛
門
が
大
蔵
分
の
月
割
未
進
金
を
持
参
し
て

水
戸
に
二
泊
し
た
が
、
二
五
日
に
は
同
分
の
月
割
未
進
金
が
滞
り
召
出
し
と

な
り
、
吉
兵
衛
は
扱
の
森
伝
五
衛
門
か
ら
「
厳
敷
被
二

仰
付
一

」、
五
泊
し
て

金
子
を
才
覚
し
た
。
一
方
次
左
衛
門
は
二
六
日
に
蔵
入
分
の
前
年
分
の
城
米

金
納
分
が
滞
り
と
な
っ
た
た
め
に
召
出
し
と
な
り
、
呵
と
な
っ
て
水
戸
に
五

泊
し
た
。
こ
の
時
に
次
左
衛
門
は
扱
の
役
人
に
訴
え
る
た
め
に
修
験
を
頼
ん

だ
。
ま
た
代
官
所
に
訴
え
る
た
め
に
正
暦
寺
を
頼
ん
だ
。

六
月
六
日
に
も
大
蔵
分
の
未
進
金
が
滞
り
、
召
出
さ
れ
て
次
左
衛
門
は
呵

と
な
り
水
戸
に
四
泊
し
た
。
こ
の
時
に
吉
兵
衛
は
、
七
日
に
調
金
を
持
参
し

て
水
戸
に
二
泊
し
た
。
一
方
村
方
に
は
五
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
て
、
再
び
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森
伝
五
衛
門
が
収
納
御
用
に
来
村
し
た
。

七
月
一
日
に
は
荒
地
芝
付
下
免
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
御
用
で
吉
兵
衛
と

八
郎
次
は
水
戸
へ
行
っ
た
が
、
こ
の
時
は
普
通
ど
お
り
一
泊
で
帰
っ
た
。
一

七
日
に
次
左
衛
門
は
こ
の
御
礼
と
大
蔵
分
の
未
進
金
年
賦
手
形
を
提
出
し
に

水
戸
に
行
っ
た
。
四
泊
し
て
い
る
。
大
蔵
分
の
未
進
金
は
願
い
ど
お
り
年
賦

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
条
件
は
こ
こ
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、

次
左
衛
門
は
大
蔵
分
の
未
進
金
七
月
分
の
上
納
に
水
戸
に
行
き
、
面
付
帳
を

提
出
し
て
三
泊
し
た
。
二
九
日
に
は
又
衛
門
が
同
様
に
水
戸
に
行
き
、
二
泊

し
た
。

八
月
五
日
に
は
又
衛
門
が
蔵
入
分
の
未
進
面
付
帳
を
提
出
し
、
水
戸
に
二

泊
し
た
。
一
六
日
に
は
次
左
衛
門
が
蔵
入
分
の
前
々
年
分
の
残
米
代
を
持
参

し
、
ま
た
召
出
し
に
よ
っ
て
大
蔵
役
所
へ
行
き
、
水
戸
に
二
泊
し
た
。
一
七

日
に
は
甚
内
が
蔵
入
分
の
大
豆
代
を
上
納
し
、
水
戸
に
二
泊
し
た
。
二
八
日

に
次
左
衛
門
と
八
郎
次
は
水
戸
に
行
っ
た
。
次
左
衛
門
は
前
に
提
出
し
た
未

進
年
賦
手
形
を
、
利
息
付
の
手
形
に
書
き
直
す
よ
う
に
迫
ら
れ
た
。
年
賦
に

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
利
息
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
蔵
が
そ
の
分
他

か
ら
借
金
を
す
る
、
そ
の
利
息
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
八
郎
次

は
大
蔵
分
の
未
進
月
割
が
不
調
の
た
め
に
呵
と
な
っ
た
。
二
人
は
知
敬
院
を

頼
ん
で
訴
え
、
四
泊
し
た
。

九
月
八
日
に
は
吉
兵
衛
が
小
払
手
形
引
替
に
代
官
所
へ
行
き
、
水
戸
に
二

泊
し
た
。
一
方
村
方
に
は
一
一
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
、
増
言
駒
金
収
納

に
江
川
市
郎
衛
門
と
木
原
庄
蔵
と
が
来
村
し
た
。
下
伊
勢
畑
村
は
郡
奉
行
所
、

代
官
所
、
大
蔵
役
所
ば
か
り
で
な
く
、
厩
方
役
所
か
ら
も
追
徴
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
伊
勢
畑
村
は
未
進
に
追
わ
れ
て
苦
境
の
中
に
あ
っ
た
。
村
役
人
は
大
蔵

分
の
未
進
を
年
賦
に
す
る
交
渉
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
交
渉
は
利
息
を
つ

け
る
な
ど
、
村
方
の
望
み
ど
お
り
に
は
運
ん
で
い
な
か
っ
た
。
九
月
二
一
日
、

つ
い
に
小
百
姓
達
は
一
揆
を
起
こ
し
た
。
そ
の
日
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

九
月
廿
一
日

八
郎
次

一9

五
百
文

次
左
衛
門

是
ハ
大
蔵
太
（
マ
マ
）輔
様
分
御
未
進
金
、
三
ケ
年
符
（
マ
マ
）被

二

仰
付
一

候
所
、
又
々

小
百
性

（
マ
マ
）登
り
、
永
年
符
（
マ
マ
）願
ニ
登
り
申
候
ニ
付
、
役
人
跡
追
仕
引
替
（
マ
マ
）シ

登
り
申
候
。
然
所
御
役
所
様
よ
り
村
役
人
御
し
か
り
被
二

仰
付
一

、

依
レ

之
御
訴
訟
ニ
相
か
ゝ
り
、
逗
留
仕
、
五
泊
り
雑
用
仕
イ
申
候
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
分
の
未
進
金
が
三
年
賦
に
命
じ
ら
れ
た
の
を
不
満

と
し
て
、
小
百
姓
が
永
年
賦
を
求
め
て
水
戸
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
「
又
々
」
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
以
前
に
も
小
百
姓
達
が
同
様

の
行
為
を
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
か
、
こ
の
年

の
こ
と
か
、
こ
れ
よ
り
何
年
か
前
の
こ
と
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
出

発
し
た
小
百
姓
達
の
跡
を
村
役
人
達
は
追
掛
け
、
彼
ら
を
村
に
引
返
さ
せ
た
。

そ
れ
か
ら
村
役
人
の
内
、
次
左
衛
門
と
八
郎
次
と
は
水
戸
の
役
所
（
郡
奉
行

所
か
代
官
所
か
大
蔵
役
所
か
不
明
）
へ
行
っ
た
が
、
呵
と
な
っ
た
。
彼
ら
は

そ
れ
か
ら
訴
訟
の
た
め
に
五
泊
し
た
。
何
を
訴
え
た
か
は
こ
こ
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
一
つ
に
は
小
百
姓
達
の
宥
免
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
上

に
小
百
姓
達
の
意
を
体
し
て
、
執
拗
に
永
年
賦
を
願
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ

の
訴
訟
に
は
龍
法
院
を
頼
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
永
年
賦
願
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
と
み
な
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
後
も
永
年
賦
願
は
提
出
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
下
伊
勢
畑
村
の
小
百
姓
達
が
小
さ
な
一
揆
を
起
こ
し
た
こ
と

に
、
水
戸
藩
が
ど
う
対
応
し
た
か
は
、
右
の
史
料
以
外
は
全
く
と
い
っ
て
い

い
程
不
明
で
あ
る
。
処
罰
者
の
記
載
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
な
か
っ
た
と
み

な
せ
る
。
村
役
人
達
は
役
所
の
了
解
を
え
た
上
で
、
お
そ
ら
く
一
に
引
用
し

た
「
富
強
六
略
」
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
表
面
取
繕
っ
て
処
理
し
た
の
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で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
つ
だ
け
領
主
側
の
対
応
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
は
翌
年
の
指
銭
帳
に
着
け
ら
れ
た
符
箋
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

困
窮
郷
其
村
計
ニ
ハ
無
レ

之
処
、
御
□
□
之
毎
ニ
訴
訟
致
し
、
礼
儀
多

候
。
以
□
□
村
役
人
并
百
性

（
マ
マ
）一
同
申
合
、
不
取
□
無
レ

之
様
心
掛
ケ
可
レ

申
候
。
度
々
訴
訟
候
ハ
ヽ
、
村
々
傷
ニ
相
成
候
。
平
生
心
掛
□
念
無
レ

之
様
可
二

申
合
一

候
。
以
上

戌
六
月

小
田
倉
重
介

高
田
又
兵
衛

こ
れ
は
「
戌
」
と
あ
る
か
ら
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
六
月
に
指
銭
帳

の
改
を
受
け
た
時
に
着
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
困
窮
郷
は
下
伊
勢
畑
村
ば

か
り
で
な
い
の
に
、
こ
の
村
は
訴
訟
が
多
い
。
そ
れ
は
村
の
傷
に
な
る
か
ら

平
生
か
ら
心
掛
け
て
、
訴
訟
な
ど
す
る
な
と
通
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
村
人
達
が
な
ぜ
訴
訟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
を
考
え
て
い
な
い
。
他
村
の
事
例
は
明
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
確
か
に
下

伊
勢
畑
村
の
村
役
人
は
よ
く
訴
訟
＝
願
い
出
を
し
た
。
そ
の
た
め
に
水
戸
に

行
く
こ
と
が
年
々
増
加
し
た
。
本
節
で
は
宝
暦
二
年
の
村
役
人
の
出
張
記
事

を
全
て
紹
介
す
る
が
、
そ
の
総
数
は
五
一
回
で
あ
る
。
そ
れ
も
圧
倒
的
に
水

戸
で
あ
り
、
泊
る
日
数
も
二
泊
以
上
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
か
つ
て
は
こ
ん

な
に
た
び
た
び
出
張
は
し
な
か
っ
た
し
、
水
戸
行
も
普
通
一
泊
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
は
、
水
戸
一
泊
九
回
、
二
泊
四
回
、

近
村
日
帰
三
回
の
一
六
回
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
増
え
た

の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
過
重
な
年
貢
に
苦
し
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
延
納
や

御
救
を
願
っ
た
り
、
金
子
の
才
覚
に
走
り
回
っ
た
り
す
る
一
方
、
た
ん
に
上

納
に
行
っ
た
時
で
も
二
泊
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ

な
手
段
、
手
蔓
を
用
い
て
運
動
を
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
村
役
人
達
は
ね

ば
り
強
く
交
渉
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
下
か
ら
の
小
百
姓

達
の
突
き
上
げ
、
潰
れ
か
ね
な
い
悲
愴
な
彼
ら
の
願
い
に
支
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

小
さ
い
と
は
い
え
一
揆
に
ま
で
高
揚
し
た
状
況
の
中
、
こ
の
後
も
年
貢
収

納
期
の
悪
い
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
伊
勢
畑
村
の
農
民
達
は
ね
ば
り
強

く
戦
っ
た
。

九
月
二
五
日
に
は
、
吉
兵
衛
が
初
済
期
が
滞
っ
た
た
め
に
上
圷
村
に
詰
め

た
。一

〇
月
四
日
に
は
次
左
衛
門
と
吉
兵
衛
と
が
大
蔵
分
の
初
済
期
日
請
金
を

上
納
す
る
と
と
も
に
、
永
年
賦
の
追
願
を
し
た
。
永
年
賦
で
な
け
れ
ば
村
は

成
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
藩
の
役
所
に
は
、
拝
借
金
と
延
納
稗

の
さ
ら
な
る
延
納
を
願
っ
た
。
彼
ら
は
水
戸
に
四
泊
し
た
。
一
三
日
に
は
吉

兵
衛
が
大
蔵
分
の
初
済
期
日
請
金
不
調
の
た
め
延
納
を
願
い
、
水
戸
に
二
泊

し
た
。
一
九
日
に
は
次
左
衛
門
は
大
蔵
分
の
未
進
金
の
こ
と
で
召
出
さ
れ
て

役
所
に
行
き
、
利
息
付
手
形
に
直
す
一
件
を
訴
え
た
。
四
泊
し
た
。
二
〇
日

に
は
吉
兵
衛
が
蔵
入
分
の
初
済
残
金
滞
り
の
た
め
、
訴
え
に
粟
野
村
に
行
き

一
泊
し
た
。
二
五
日
に
は
役
所
か
ら
大
蔵
分
の
永
年
賦
願
の
こ
と
で
「
村
々

庄
や
御
召
寄
」
に
な
っ
た
の
で
、
次
左
衛
門
は
水
戸
に
行
き
八
泊
し
た
。

「
村
々
」
と
あ
る
限
り
、
こ
の
時
永
年
賦
を
願
っ
て
い
た
の
は
下
伊
勢
畑
村

の
み
で
は
な
く
、
他
の
大
蔵
知
行
の
村
も
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
二
七
日
に
は
甚
内
が
割
付
状
を
請
取
り
に
水
戸

へ
行
き
、
三
泊
し
た
。

一
一
月
一
日
か
ら
二
日
に
か
け
て
、
村
方
に
は
野
島
小
衛
門
が
増
言
駒
金

収
納
に
来
村
し
た
。
二
日
に
は
八
郎
次
が
蔵
入
分
日
請
金
を
上
納
し
、
水
戸

に
二
泊
し
た
。
そ
し
て
二
五
日
に
は
、「
中
済
期
金
滞
ニ
付
、
百
性

（
マ
マ
）共
御
縄

下
被
二

仰
付
一

候
」
事
態
に
至
る
。
普
通
縄
下
に
な
る
の
は
村
役
人
で
あ
る
か

ら
、
一
揆
を
起
こ
し
た
小
百
姓
達
に
対
す
る
領
主
側
の
こ
た
え
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
八
郎
次
は
長
昌
寺
と
と
も
に
上
穴
沢
村
か
ら
高
野
村
ま
で
訴
え
に
行
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き
、
一
泊
し
た
。
そ
の
後
八
郎
次
は
代
官
所
へ
拝
借
願
に
行
き
、
水
戸
で
二

泊
し
た
。

一
二
月
に
な
る
と
、
惣
衛
門
が
大
蔵
分
の
中
済
期
の
残
金
が
滞
っ
た
た
め

に
、
水
戸
に
行
き
二
泊
し
た
。
こ
の
時
に
は
知
敬
院
を
頼
ん
だ
。
そ
し
て
、

皆
済
時
に
庄
屋
組
頭
は
蔵
入
分
の
時
は
大
山
村
に
、
大
蔵
分
の
時
は
石
塚
村

に
詰
め
た
。
人
質
と
な
り
、
そ
の
間
一
部
の
村
役
人
が
金
子
の
才
覚
に
走
り

回
っ
た
の
で
あ
る
。
日
数
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
金
額
か
ら
み
て
、
二
、

三
泊
は
し
た
と
思
わ
れ
る
。

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
過
酷
な
状
況
に
あ
っ
た

と
い
え
る
。
一
揆
が
起
き
た
だ
け
で
な
く
、
厳
し
い
年
貢
の
取
り
立
て
の
た

め
に
、
小
百
姓
さ
え
も
縄
下
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
村
方
の
大
蔵

分
未
進
金
永
年
賦
願
は
、
具
体
的
に
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
後
大
蔵
分
永
年
賦
未
進
金
が
上
納
さ
れ
る
か
ら
、
一
応
は
願
い
は
聞
き

届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
藩
側
の
厳
し
い
姿
勢
は
こ
の
後
も
続

く
。

五
　
安
永
六
年
ま
で
の
概
観

大
蔵
分
の
永
年
賦
願
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
藩
の
厳
し
い
態
度

は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
下
伊
勢
畑
村
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
重
い
年
貢
と
そ

の
過
酷
な
収
奪
に
苦
し
ん
だ
。
そ
こ
で
本
節
で
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）

の
一
揆
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
、
特
徴
点
だ
け
を
要
約
的
に
見
て
行
く
こ
と

に
す
る
。

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
年
貢
滞
り
の
た
め
に
、
神
官
・
僧
侶
を
八

回
頼
ん
で
い
る
。

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の
指
銭
帳
の
は
じ
め
に
は
、
水
戸
泊
り
の
御
用

は
「
早
々
相
済
罷
帰
」
る
よ
う
に
と
の
符
箋
が
着
け
ら
れ
て
い
る
。
歎
願
を

繰
り
返
し
た
か
ら
で
あ
る
。
四
月
に
庄
屋
次
左
衛
門
と
組
頭
八
郎
次
と
は
、

古
徳
屋
吉
左
衛
門
指
替
金
の
こ
と
で
郡
奉
行
所
に
召
出
さ
れ
た
。
こ
の
一
件

は
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
宝
暦
一
一
年
に
は
「
古
徳
屋
欠
所
、
年
賦
人

上
納
籾
納
手
形
引
替
指
出
し
候
様
」
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
明
和
四
年
（
一

七
六
七
）
ま
で
古
徳
屋
年
賦
金
上
納
の
記
事
が
み
え
る
か
ら
、
古
徳
屋
に
年

貢
を
代
納
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
給
人
大

蔵
が
古
徳
屋
に
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
を
抵
当
に
し
て
借
金
を
し
た
と
考
え
た

方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
古
徳
屋
は
破
産
も
し
く
は
処
罰
さ
れ
、

そ
の
年
賦
金
は
代
官
所
に
上
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
七
月
頃
に
干
害
の
訴
え
が
出
さ
れ
た
。
一
一
月
に
は
中
済
期
残
拝
借
上

納
滞
り
の
た
め
に
、
組
頭
荻
衛
門
が
縄
下
に
な
っ
た
。

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
八
月
一
日
に
は
、
井
殿
山
の
役
銭
の
半
減
が
願

わ
れ
た
。
霊
場
も
荒
廃
化
と
と
も
に
す
た
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
年
も
年
貢
は
滞
り
続
け
た
。
つ
い
に
蔵
入
分
滞
り
の
た
め
に
、
組
頭
重

衛
門
が
一
二
月
一
七
日
か
ら
一
月
一
日
ま
で
部
垂
村
に
入
獄
と
な
り
、
庄
屋

次
左
衛
門
は
一
二
月
二
二
日
か
ら
一
月
一
日
ま
で
太
田
村
に
入
獄
と
な
っ

た
。
ま
た
大
蔵
分
滞
り
の
た
め
に
組
頭
八
郎
次
が
、
一
二
月
二
三
日
か
ら
一

月
二
五
日
ま
で
部
垂
村
に
入
獄
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
一
二
月
か
ら
正
月

に
か
け
て
、
ほ
か
の
組
頭
達
は
御
寺
を
頼
む
な
ど
奔
走
し
て
い
る
。
ま
た
こ

の
年
の
指
銭
帳
の
末
尾
に
も
、
水
戸
御
用
に
長
逗
留
す
る
な
と
の
符
箋
が
貼

ら
れ
た
。

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
指
銭
帳
は
一
一
月
中
旬
か
ら
の
分
し
か
残
さ

れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
の
年
貢
も
滞
り
続
け
、
つ
い
に
皆
済
も
滞
っ
た
。

た
だ
し
前
年
の
よ
う
に
村
役
人
が
入
獄
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
や
は

り
か
な
り
厳
し
く
責
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
阿
弥
陀
寺
に
一

分
八
百
文
と
清
光
院
に
三
百
文
、
御
礼
と
し
て
渡
し
た
。
普
通
こ
の
種
の
礼

銭
は
一
日
百
文
で
あ
る
か
ら
、
二
〇
日
以
上
も
僧
侶
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
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な
お
一
一
月
一
六
日
に
潰
人
面
付
帳
を
提
出
し
た
。
潰
人
が
続
出
し
、
無
視

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
三
月
に
大
蔵
分
の
大
豆
籾
が
滞
り
、
庄
屋
が
入

獄
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の
庄
屋
は
前
年
に
交
代
し
た
八
郎
次
で
あ
る
。
そ
し

て
三
月
二
〇
日
か
ら
は
先
庄
屋
八
幡
拝
借
金
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
八
幡
金
と
は
何
か
明
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
次
左
衛
門
は
こ
の
ほ
か
に

駒
金
と
御
救
稗
代
を
未
進
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
次
左
衛
門
家
は
潰
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
に
下
伊
勢
畑
村
は
明
和
年
間
に
至
る
ま
で
、
そ
の
返

済
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
借
金
は
彼
の
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
村
の
た
め
で
あ
っ
た
。
五
月
一
五
日
か
ら
二
三
日
ま
で
収
納
御
用
に
来

村
し
た
森
伝
五
衛
門
は
、
次
の
よ
う
に
命
じ
た
。

銘
々
役
人
納
辻
次
第
御
詮
義
被
レ

成
、
役
人
共
よ
り
田
畠
を
為
レ

売
、
或

ハ
山
藪
等
ヲ
立
払
ニ
罷
成
候
而
、
段
々
跡
月
割
ニ
御
切
訳
ケ
上
納
被
二

仰
付
一

候
。

田
畑
を
売
っ
て
年
貢
を
皆
済
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

文
章
で
は
売
る
人
は
未
進
者
か
村
役
人
か
不
明
確
で
あ
る
が
、
年
貢
皆
済
の

責
任
を
負
う
村
役
人
は
、
率
先
し
て
売
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

同
様
に
庄
屋
達
村
役
人
は
、
年
貢
皆
済
の
た
め
に
自
ら
の
名
で
借
金
し
た
の

で
あ
る
。
次
左
衛
門
の
前
任
者
の
庄
兵
衛
に
関
し
て
は
、
庄
屋
辞
任
後
の
延

享
三
年
（
一
七
四
六
）
八
月
に
、
た
び
た
び
郡
奉
行
所
か
ら
召
出
さ
れ
た
が

病
気
の
た
め
に
、
組
頭
善
治
郎
が
訴
え
に
行
っ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
同
様

に
未
進
分
の
負
債
を
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
庄
兵
衛
家
は
持

高
を
減
ら
し
て
い
く
。

そ
の
後
八
郎
次
は
、
六
月
一
三
日
に
舫
夫
金
六
月
上
納
が
丸
不
納
に
な
っ

た
た
め
に
、
水
戸
に
行
っ
て
そ
の
ま
ま
清
光
院
へ
入
寺
し
て
し
ま
っ
た
。
彼

は
庄
屋
の
役
義
に
耐
え
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
も
諸
拝
借
が
あ
っ
た

こ
と
が
、
宝
暦
一
三
年
（
一
六
六
三
）
の
指
銭
帳
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
八

月
一
〇
日
に
庄
屋
は
吉
兵
衛
に
代
わ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
六
月
一
三
日
に
は

夏
成
不
調
の
た
め
に
組
頭
善
兵
衛
が
縄
下
に
な
り
、
七
月
一
一
日
に
彼
は
夫

金
滞
り
の
た
め
に
清
光
院
に
入
寺
し
た
。
ま
た
、
一
二
月
一
七
日
の
皆
済
の

時
に
は
組
頭
清
蔵
が
、
縄
下
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の
年
は
洪
水
の
た
め
に
永

引
改
が
な
さ
れ
て
、
一
〇
石
余
の
田
畑
が
新
た
に
引
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

（
41
）

た
。

一
、
二
石
の
引
高
が
加
え
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
、
か
な
り
の
被
害
を
蒙

っ
た
の
で
あ
る
。

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
も
年
貢
の
滞
り
と
御
救
の
た
め
の
延
納
と
拝
借

の
記
事
が
続
く
。
そ
し
て
、
こ
の
年
か
ら
御
用
の
際
に
使
う
燈
明
用
の
油
を

こ
れ
ま
で
買
っ
て
い
た
の
を
、
百
姓
一
二
〇
軒
か
ら
荏
三
斗
を
取
る
こ
と
に

改
め
た
。
村
入
用
の
節
約
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
一
二
〇
軒
と
は
、

と
も
か
く
経
営
を
成
立
た
せ
て
い
る
農
家
数
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
年
の
面
割
軒
数
は
一
六
九
軒
、
実
際
に
記
載
さ
れ
た
軒
数
は
一
八
三
軒

（
神
官
を
含
む
）
と
、
こ
れ
よ
り
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
記
載
さ
れ
た
実

数
は
、
六
年
前
の
表
９
の
数
よ
り
一
四
軒
少
な
い
。
潰
れ
百
姓
が
続
出
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
も
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
年
の
村
役

人
の
出
張
記
事
は
、
な
ぜ
か
例
年
の
半
分
程
度
に
減
っ
て
い
る
。
一
〇
年
も

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
先
庄
屋
八
郎
次
が
、
宝
暦
六
年
分
の
年
貢
の
手

形
を
紛
失
す
る
一
件
が
起
き
た
。
こ
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
た
の
も
、
あ
ま

り
に
も
過
重
な
年
貢
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
年
、
惣
次
郎
と
忠
蔵
と
が
懸
り
合
い
一
件
を
起
こ
し
た
。
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。

宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
六
月
二
九
日
に
は
洪
水
と
な
り
、「
諸
作
水

押
悉
当
り
申
候
」
状
態
に
な
っ

（
42
）

た
。
八
月
に
は
小
野
七
と
惣
次
兵
衛
が
御
立

山
で
無
調
法
を
働
き
、「
重
キ
御
呵
」
に
な
っ
た
。
藩
に
対
し
て
村
民
が
不

穏
な
動
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
一
件
で
あ
る
。
一
〇
月
二
〇
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日
に
は
初
済
期
日
請
が
滞
っ
た
た
め
に
、
組
頭
伊
兵
衛
が
縄
下
に
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
年
か
ら
、
村
入
用
の
引
方
に
潰
人
分
が
計
上
さ
れ
た
。
こ
の
年

は
一
石
三
九
五
と
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
増
大
し
て
い
く
。
潰
人
分

の
対
策
を
正
面
か
ら
と
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ

（
43
）

る
。

宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
正
月
二
三
日
に
は
、
荒
地
土
免
年
季
明
け
に
、

「
一
向
元
之
通
切
起
シ
候
分
無
レ

之
候
而
ハ
相
立
不
レ

申
」
と
命
じ
ら
れ
て
、

内
改
を
し
て
荒
地
分
を
悪
所
分
に
繰
上
げ
た
帳
面
を
作
っ
て
願
い
出
た
。
確

か
に
小
割
付
帳
に
よ
る
と
、
宝
暦
一
一
年
の
畑
方
悪
所
分
二
一
石
余
、
荒
地

分
一
〇
〇
石
余
に
対
し
て
、
一
二
年
は
二
六
石
余
と
九
四
石
余
で
あ
る
か
ら
、

下
伊
勢
畑
村
の
農
民
達
は
水
戸
藩
の
無
理
な
増
徴
要
求
に
従
っ
た
の
で
あ

る
。
な
お
こ
の
前
後
に
立
帰
り
の
打
出
も
し
ば
し
ば
実
施
さ
れ

（
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た
。
そ
し
て
、

一
〇
月
に
は
洪
水
が
あ
っ
た
。
一
一
月
に
は
大
蔵
分
の
中
済
期
と
拝
借
返
納

が
滞
っ
た
た
め
に
、
入
獄
が
命
じ
ら
れ
た
。

宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
か
ら
は
、
村
役
人
の
出
張
回
数
は
三
分
の
二

程
に
減
る
。
水
戸
藩
が
指
導
を
強
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
窮
状
は

変
わ
ら
な
い
。
一
月
一
二
日
に
は
先
庄
屋
八
郎
次
の
諸
拝
借
が
滞
っ
た
た
め

に
、
忰
幸
介
が
前
年
一
二
月
以
来
入
獄
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
訴
訟
の

た
め
に
庄
屋
吉
兵
衛
は
長
昌
院
と
と
も
に
水
戸
で
三
泊
し
た
。
ま
た
八
月
一

三
日
に
は
、「
荒
畠
場
所
へ
新
百
性

（
マ
マ
）取
立
開
発
仕
度
願
」
っ
て
、
吉
兵
衛
と

組
頭
惣
内
は
水
戸
へ
行
っ
た
。
荒
畑
に
新
百
姓
を
取
立
て
る
と
は
無
理
な
計

画
で
あ
る
。
既
存
の
村
人
達
は
、
年
貢
が
高
く
不
利
だ
か
ら
こ
そ
再
開
発
し

な
い
の
で
あ
る
。
家
作
願
は
翌
年
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
、
村
用
に
使

う
切
紙
・
西
の
内
紙
・
筆
・
墨
・
鼠
半
切
の
上
限
を
定
め
た
。
貧
窮
化
す
る

村
財
政
を
、
少
し
で
も
逼
迫
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
三
月
二
九
日
に
は
、「
麦
作
風
当
り
御
訴
」
が

出
さ
れ
た
。
冷
害
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
月
に
は
善
蔵
と
大
畠

村
伊
三
郎
と
が
懸
り
合
い
一
件
を
起
こ
し
、
善
蔵
は
呵
に
な
っ
た
。

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
四
月
一
六
日
は
洪
水
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
七
月

は
干
害
と
な
り
、「
田
畠
悉
ク
相
傷
」
む
状
況
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
こ

の
年
の
年
貢
は
小
割
付
帳
に
よ
る
と
、
田
方
一
一
石
余
で
半
分
強
、
畑
方
二

〇
二
両
二
分
余
で
一
割
程
減
免
に
な
っ
た
。
ま
た
正
月
に
幸
七
方
へ
、
磯
浜

村
孫
市
潰
弁
が
命
じ
ら
れ
た
。
彼
は
村
外
の
孫
市
か
ら
借
金
を
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
明
和
三
年
も
天
候
異
変
に
悩
ま
さ
れ
た
。
六
月
八
日
に
は
干
害

の
た
め
に
「
田
方
植
付
不
二

相
成
一

」
分
を
訴
え
、
逆
に
七
月
二
日
に
は
洪
水

の
た
め
見
分
を
願
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
干
害
に
襲
わ
れ
、「
夏
秋
作
共
旱
魃

ニ
付
大
違
ニ
而
上
納
当
テ
無
二

御
座
一

候
」
状
態
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
小

割
付
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
田
方
の
年
貢
は
半
分
強
、
畑
方
は
五
パ
ー
セ

ン
ト
程
引
か
れ
た
。
ま
た
四
月
に
は
、
困
窮
人
共
が
国
長
村
六
兵
衛
に
畑
を

売
り
難
儀
を
し
て
い
る
と
願
い
、
拝
借
金
を
得
て
い
る
。
村
外
の
者
に
田
畑

を
売
ら
ざ
る
を
得
な
い
程
、
下
伊
勢
畑
村
の
窮
状
は
深
刻
化
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
明
和
二
年
、
三
年
の
不
作
は
下
伊
勢
畑
村
の
窮
状
を
、
さ
ら
に
深
刻

な
も
の
に
し
た
に
違
い
な
い
。

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
九
月
に
は
大

（
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）

蔵
分
の
初
済
期
を
滞
ら
せ
た
た
め

に
、
組
頭
二
人
が
縄
下
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
年
か
ら
村
入
用
の
内
、
二
貫

文
は
村
酒
運
上
か
ら
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
困
窮
の
中
、
村
の
財
源
を
捻
出

し
た
の
で
あ
る
。

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
二
月
に
は
、
人
馬
役
が
御
免
に
な
っ
て
い
る
。

労
働
力
た
る
人
馬
が
不
足
し
て
き
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
年

の
指
銭
帳
の
面
割
の
軒
数
は
一
四
七
軒
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
は
一
六

九
軒
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
二
年
間
に
二
二
軒
も
減
っ
た
。
一
方
指
銭
帳
記
載

の
実
数
は
一
六
四
軒
で
あ
る
か
ら
、
宝
暦
六
年
の
一
八
三
軒
よ
り
も
一
九
軒

減
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
一
二
年
間
に
荒
廃
が
進
み
、
人
口
（
労
働
力
）
と

経
済
力
が
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
七
月
に
は
嵐
の
た
め
に
「
田
畠
作
毛

相
当
り
」、
御
救
い
を
願
っ
た
。
一
〇
月
に
は
大
蔵
分
の
初
済
期
を
滞
ら
せ
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て
、
組
頭
二
人
が
縄
下
に
な
っ
た
。

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
六
月
に
は
、
潰
平
介
後
家
ち
よ
が
直
訴
し
た
。

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
女
は
藤
衛
門
と
懸
け
合
い
一
件
を
起
こ
し
て
い

た
。
ち
よ
は
南
郡
に
追
放
と
な
り
、
藤
衛
門
は
閉
戸
に
な
っ
た
。
こ
の
一
件

も
村
方
困
窮
化
の
中
で
、
互
に
債
務
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
起
き
た
一
件
と

み
な
せ
よ
う
。
一
二
月
に
は
大
蔵
分
の
上
納
滞
り
の
た
め
に
、
組
頭
利
衛
門

が
入
獄
に
な
っ
た
。

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
正
月
に
も
人
馬
役
は
御
免
に
な
っ
た
。
四
月
に

は
太
介
が
不
身
持
の
た
め
に
、
郡
奉
行
の
御
回
り
先
で
縄
下
に
な
っ
た
。
不

身
持
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
困
窮
化
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
年
も
旱
魃
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
時
は
下
伊
勢
畑
村

だ
け
で
な
く
、「
御
訴
訟
ニ
村
々
一
同
罷
登
」
っ
た
。
な
お
こ
の
年
か
ら
下

伊
勢
畑
村
の
大
蔵
分
の
給
知
高
が
六
〇
二
石
余
か
ら
、
八
三
二
石
九
一
七
に

増
し
た
。

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
も
旱
魃
で
あ
っ
た
。
八
月
に
「
日
枯
之
作
付
書

附
」
を
提
出
し
た
。
一
〇
月
七
日
に
は
大
蔵
分
の
初
済
期
が
「
一
組
丸
滞
」

に
な
っ
た
た
め
に
、
組
頭
清
七
が
縄
下
に
な
っ
た
。
普
通
滞
る
と
い
っ
て
も

一
部
不
足
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
一
組
丸
滞
り
に
な
る
と
は
、
年
貢

の
額
が
お
よ
そ
耐
え
ら
れ
る
水
準
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
十
分
に
示
唆

し
て
い
る
。

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
以
降
は
、
村
役
人
の
出
張
の
記
事
が
さ
ら
に
減

る
。
こ
の
年
は
一
七
回
で
し
か
な
い
。
盛
時
の
三
分
の
一
で
あ
る
。
藩
側
が

さ
ら
に
規
制
を
強
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
下
伊
勢
畑
村
が
、
年
貢
に

苦
し
み
続
け
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
八
月
に
は
田
方
日
枯
の
た
め
に
願

い
出
た
。
一
一
月
に
は
中
済
期
が
「
無
納
」
に
な
る
あ
り
様
で
あ
る
。
そ
ん

な
村
方
に
、
一
二
月
に
は
大
蔵
役
所
か
ら
百
両
の
借
上
が
命
じ
ら
れ
た
。
ま

た
六
月
に
は
、
長
昌
院
の
番
太
が
殺
さ
れ
た
。
陰
鬱
な
雰
囲
気
の
流
れ
る
村

方
を
、
一
層
暗
く
さ
せ
る
事
件
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
五
月
四
日
に
は
、「
江
戸
御
用
ニ
而
御
召
呼
」

に
な
り
、「
村
々
申
合
御
指
図
之
上
」、
中
河
西
村
久
次
衛
門
と
下
圷
村
半
左

衛
門
を
登
せ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
年
二
月
藩
主
治
保
が
財
政
再

建
・
農
村
復
興
の
直
書
を
下
し
た
こ
と
に
応
え
て
、
江
戸
政
府
が
農
村
の
実

情
を
直
接
農
民
か
ら
聴
取
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

年
も
下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
は
滞
り
続
け
た
。
そ
し
て
、
六
月
に
は
畑
方
が
水

害
と
な
っ
た
。

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
田
方
定
免
願
が
出
さ
れ
、
定
免
と
な
っ
た
。

悪
所
分
・
荒
地
分
が
認
め
ら
れ
て
、
以
前
よ
り
五
石
程
年
貢
は
安
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
定
免
制
で
は
年
貢
は
額
面
通
り
安
く
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
小
割
付
帳
を
み
る
と
こ
の
制
度
の
下
で
は
余
程
の
こ
と
が
な
い
限

り
、
年
々
の
付
荒
引
高
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
七
月
に
は
大
蔵
が

死
去
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
一
四
日
に
は
二
一
軒
が
焼
け
る
大
火
が
起
き

た
。
村
民
は
さ
ぞ
困
惑
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
安
永
四
年
に
は
被
災
者
達
が

「
焼
潰
」
に
な
る
と
、
村
役
人
達
は
七
月
ま
で
に
五
回
も
通
っ
て
歎
願
し
た
。

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
一
月
に
大
蔵
の
跡
を
継
い
だ
主
税
が
死
去
し

（
46
）

た
。

庄
屋
吉
兵
衛
が
悔
み
に
行
く
と
、「
上
納
辻
切
訳
ニ
付
御
指
留
メ
」
と
な
っ

た
。
領
主
と
下
伊
勢
畑
村
と
が
極
め
て
ま
ず
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く

示
し
て
い
る
。
主
税
に
は
子
供
が
な
く
、
こ
の
家
は
絶
家
と
な
り
、
上
知
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
年
貢
や
借
金
の
整
理
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
八
月
の
記
事
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
ハ
主
税
様
御
役
所
へ
御
郡
方
よ
り
御
金
御
拝
借
仕
、
元
金
百
拾
六
両

弐
分
御
借
上
ケ
指
出
申
候
所
、
元
金
ハ
先
納
御
手
形
ニ
請
取
申
候
得
共
、

利
金
御
加
、
御
一
紙
御
証
文
御
渡
被
レ

下
候
様
ニ
と
、
御
知
行
所
御
借

上
ケ
有
レ

之
村
々
一
同
ニ
罷
出
申
候
筈
ニ
申
合
セ
候
而
、
新
町
惣
蔵
所

へ
出
合
ニ
申
合
候
而
、
相
揃
罷
出
申
候
。
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こ
れ
は
な
か
な
か
難
解
な
文
章
で
あ
る
が
、
次
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
主
税
は
郡
奉
行
所
か
ら
拝
借
金
一
一
六
両
二
分
を
借
り
て
、
そ
れ
を

借
上
と
し
て
村
々
に
負
担
さ
せ
た
。
つ
ま
り
年
貢
を
形
に
借
金
を
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
先
納
金
と
し
て
上
納
さ
れ
た
が
、
元
金
分
の
手
形
は
村
方
に

渡
さ
れ
た
が
利
金
分
は
ま
だ
渡
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
紙
証
文
に
し

て
渡
す
よ
う
に
、
知
行
地
の
村
々
が
申
合
わ
せ
て
揃
っ
て
交
渉
し
た
の
で
あ

る
。
先
納
金
も
村
方
を
苦
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
下

伊
勢
畑
村
で
は
、
皆
済
時
に
拝
借
金
を
借
り
て
皆
済
を
済
せ
る
こ
と
が
常
態

化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
は
中
済
期
が
不
調
で
、
組
頭
重
衛
門
が

清
光
院
へ
入
寺
し
た
。

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
は
、
五
月
と
六
月
に
三
回
も
洪
水
と
な
り
、

「
畠
方
秋
作
丸
捨
り
」
に
な
っ
た
。
年
貢
は
も
ち
ろ
ん
滞
り
続
け
た
。
九
月

の
初
済
期
分
の
滞
り
に
は
、
組
頭
の
重
衛
門
と
儀
衛
門
と
が
縄
下
に
な
っ
た
。

一
一
月
の
中
済
期
は
「
大
滞
」
と
な
り
、
庄
屋
吉
兵
衛
が
縄
下
に
な
っ
た
。

こ
の
時
は
金
子
を
上
納
し
て
も
、「
御
金
ハ
御
収
納
成
シ
被
二

下
置
一

候
得
共
、

縄
下
ハ
御
免
相
立
不
レ

申
」
と
、
毎
度
年
貢
を
滞
ら
せ
る
下
伊
勢
畑
村
に
、

厳
し
い
態
度
で
藩
側
は
臨
ん
だ
。
結
局
吉
兵
衛
は
月
末
ま
で
十
数
日
縄
下
の

身
で
あ
っ
た
。

六
　
安
永
八
年
の
一
揆

下
伊
勢
畑
村
は
窮
乏
の
極
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
潰
れ
人
が
続
出

し
た
。
正
確
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
が
、
指
銭
帳
の
面
割
軒
数
は
安
永
五
年

（
一
七
七
六
）
一
四
七
軒
、
六
年
一
三
〇
軒
、
七
年
一
二
五
軒
、
八
年
一
二

一
軒
と
急
減
し
て
い
る
。
ま
た
潰
人
分
引
高
は
安
永
五
年
九
石
余
、
六
年
二

〇
石
余
、
七
年
三
一
石
余
、
八
年
四
六
石
余
と
急
増
し
て
い
る
。
荒
地
も
漸

増
し
て
、
安
永
七
年
に
は
二
六
四
石
余
に
な
っ
た
。
つ
い
に
安
永
七
年
、
村

人
達
は
一
つ
の
決
議
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
村
困
窮
ニ
及
潰
人
年
増
ニ
出

來
仕
、
詰
ル
所
一
村
亡
所
之
元
と
罷
申
候
ニ
付
、
格
別
之
御
取
下
ケ
、
又
ハ

御
救
稗
願
申
候
義
申
上
候
」
た
め
に
、「
百
姓
一
同
相
談
之
上
、
面
か
け
ニ

百
姓
壱
人
よ
り
鐚
四
拾
八
文
宛
、
都
合
五
貫
六
百
文
指
出
シ
」
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
面
割
軒
数
で
一
一
六
軒
と
三
分
の
二
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
亡
村
の

危
機
に
全
村
一
致
し
て
減
免
御
救
の
歎
願
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ

る
。二

月
一
一
日
に
庄
屋
吉
兵
衛
と
組
頭
惣
兵
衛
は
水
戸
に
行
き
、
三
泊
し
て

役
所
や
元
〆
達
を
廻
り
、
歎
願
し
て
願
書
を
提
出
し
た
。
二
月
二
〇
日
に
吉

兵
衛
は
組
頭
五
左
衛
門
と
水
戸
に
行
き
、
書
き
直
し
た
願
書
を
提
出
し
た
。

二
泊
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
月
四
日
に
吉
兵
衛
は
「
村
大
願
」
を
扱
い
の

役
人
に
申
上
げ
る
た
め
に
、
上
小
瀬
村
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
大
願
は

聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
年
の
年
貢
高
は
小
割
付
帳
に
よ
る
と
口
米

金
を
含
め
て
、
田
方
一
七
石
四
二
八
、
畑
方
二
二
一
両
二
分
六
一
一
文
で
あ

る
。
こ
れ
を
表
８
の
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
と
比
べ
る
と
、
田
方
は
三
石

余
減
り
、
畑
方
は
逆
に
五
両
弱
増
え
て
い
る
。
田
方
が
減
っ
た
の
は
、
定
免

制
に
し
て
取
箇
を
五
ツ
一
分
か
ら
四
ツ
六
分
に
減
ら
し
た
の
と
荒
地
が
増
え

た
た
め
で
あ
る
。
畑
方
は
荒
地
が
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
貢
が
増
え
た

の
は
、
宝
暦
三
年
の
「
畑
方
本
郷
分
」
の
取
箇
が
六
ツ
二
分
と
安
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
安
永
七
年
の
「
畑
方
本
郷
分
」
の
取
箇
は
、
こ
の
時
期
の
平
年

の
取
箇
六
ツ
三
分
で
あ
る
。

四
月
四
日
ま
で
に
使
っ
た
金
額
は
一
貫
五
六
〇
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
集
め
た
金
額
は
五
貫
六
〇
〇
文
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
っ
と
多
様
な
工
作
が

な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
、
減
免
の
歎
願
が
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
減
免
要
求
の
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
下
伊
勢
畑

村
は
、
こ
の
年
も
滞
納
を
続
け
た
。
五
月
一
四
日
に
は
御
救
稗
年
賦
返
納
が

で
き
ず
、
拝
借
を
願
っ
た
。
六
月
一
七
日
に
は
大
豆
品
納
を
願
っ
た
。
八
月
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二
八
日
に
は
雑
穀
代
金
を
滞
ら
せ
て
日
請
に
な
っ
て
い
た
の
を
、
日
限
に
間

に
合
わ
ず
歎
願
し
た
。
九
月
二
日
に
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
大
蔵
分

の
物
成
稗
金
納
分
が
上
納
出
来
ず
、
吉
兵
衛
は
才
覚
の
た
め
に
水
戸
に
二
泊

し
た
。
一
〇
月
五
日
に
は
初
済
期
を
日
請
に
し
た
の
に
日
限
に
間
に
合
わ
ず
、

水
戸
に
召
出
さ
れ
た
。
役
所
へ
行
っ
た
組
頭
の
次
部
衛
門
と
与
次
介
は
、

「
以
之
外
御
呵
」
に
な
っ
た
。
こ
の
間
吉
兵
衛
と
組
頭
の
伝
兵
衛
は
、
水
戸

で
才
覚
に
奔
走
し
た
が
金
は
調
達
で
き
ず
、
清
光
院
を
頼
ん
で
歎
願
し
た
。

一
一
月
二
〇
日
に
は
中
済
期
も
滞
ら
せ
て
、
日
請
日
限
の
延
長
と
拝
借
金
を

願
っ
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
七
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
、
村
役
人
は
交
代

で
皆
済
場
の
長
倉
村
に
詰
め
た
。
さ
ら
に
二
五
日
か
ら
二
七
日
に
か
け
て
吉

兵
衛
は
組
頭
義
衛
門
と
と
も
に
、「
皆
済
御
用
」
の
た
め
に
水
戸
へ
行
っ
た
。

長
倉
村
で
皆
済
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

亡
村
の
危
機
を
感
じ
た
下
伊
勢
畑
村
民
の
大
願
で
あ
っ
た
減
免
願
は
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
遂
に
直
訴
が
決
行
さ
れ
た
。
正
確
に
い
つ
か
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一
月
五
日
に
庄
屋
吉
兵
衛
が
役
所
に
年
始
の
挨
拶
に

行
っ
た
記
事
に
は
こ
の
件
は
な
く
、
一
八
日
に
「
村
方
百
姓
共
直
訴
か
ゝ
り

合
ニ
付
、
追
御
尋
被
レ

成
候
御
用
」
に
召
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
間
に

起
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
件
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
願
い

の
趣
旨
は
、
大
幅
な
減
免
御
救
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
処
罰
は
七

月
に
行
わ
れ
た
。
二
〇
日
の
夕
方
か
ら
二
三
日
朝
ま
で
、
下
伊
勢
畑
村
に
は

藩
の
役
人
の
渡
辺
清
吉
と
長
倉
清
重
、
そ
し
て
山
横
目
の
半
次
衛
門
（
彼
は

二
泊
）
が
来
た
。
彼
ら
は
「
其
筋
々
御
呵
」
に
処
す
る
と
共
に
、
指
導
者
に

厳
罰
を
下
し
た
。
二
二
日
に
そ
れ
は
執
行
さ
れ
た
。
追
放
人
新
八
・
藤
衛

門
・
平
兵
衛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
倉
村
・
赤
沢
村
・
野
口
平
村
の
村
役
人
に
南

領
・
松
岡
・
保
内
領
ま
で
付
添
わ
れ
て
追
放
さ
れ
た
。
喜
□
□
と
藤
十
は
馬

頭
に
、
□
衛
門
と
兵
七
は
部
垂
に
、
□
衛
門
と
兵
蔵
は
太
田
に
入
牢
と
な
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
近
村
の
村
役
人
に
付
添
わ
れ
て
行
っ
た
。
彼
ら
九
人
の
刑
の

執
行
に
は
、
下
伊
勢
畑
村
の
閉
戸
人
か
欠
所
人
が
立
合
っ
た
。
村
役
人
が
閉

戸
か
欠
所
の
処
罰
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
水
戸
市

（
47
）

史
』
に
よ
る
と
、

組
頭
三
人
追
放
、
百
姓
六
人
入
牢
、
庄
屋
一
人
・
百
姓
四
人
閉
門
、
百
姓
七

〇
人
押
込
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
追
放
人
三
人
は
組
頭
で
は
な
く
、
十
人
組

頭
で
村
役
人
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
八
月
二
〇
日
に
庄
屋
吉
兵
衛
は
長
昌
院

と
共
に
、「
村
内
直
訴
之
不
法
ニ
付
、
其
筋
々
ヲ
以
御
呵
申
請
候
所
、
惣
躰

相
済
申
候
ニ
付
、
惣
村
役
人
共
奉
二

恐
入
一

御
訴
訟
」
に
、
水
戸
に
行
き
二
泊

し
た
。
な
お
藤
衛
門
と
平
兵
衛
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
〇
）
三
月
一
日
に
御

免
に
な
り
、
五
年
六
月
一
八
日
に
は
城
下
御
構
も
御
免
に
な
っ
た
。
新
八
に

関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
上
り
物
に
な
っ
て
い
た
彼
の
妻
子
は
、
天
明
五

年
（
一
七
八
五
）
四
月
二
六
日
に
御
免
に
な
っ
て
い
る
。

一
揆
は
何
ら
の
成
果
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
た
だ
二
月
一
三
日
に
勧
農

方
役
人
が
赤
沢
村
に
来
た
時
、
吉
兵
衛
達
は
潰
人
・
手
余
の
高
と
田
方
定
免

切
替
の
御
糺
を
受
け
、
四
、
五
月
こ
ろ
に
潰
人
高
・
諸
上
納
滞
・
諸
拝
借

金
・
荒
地
手
余
の
書
附
帳
面
を
勧
農
方
に
千
田
村
に
お
い
て
提
出
し
た
こ
と

く
ら
い
で
あ
る
。
か
え
っ
て
年
貢
収
奪
は
厳
し
さ
を
増
し
た
。
こ
の
年
も
滞

納
が
続
い
た
が
、
九
月
一
八
日
に
初
済
期
を
滞
ら
せ
た
時
に
は
、
組
頭
義
衛

門
が
縄
下
に
な
っ
た
。
そ
の
日
請
金
も
調
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
こ

ろ
、
縄
下
入
獄
に
処
す
る
と
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
組
頭
治
部
衛
門
は
九
月
二

四
日
に
天
正
院
へ
入
院
し
た
。
一
二
月
の
皆
済
の
時
に
も
日
割
の
通
り
調
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
二
六
日
か
ら
二
九
日
ま
で
吉
兵
衛
と
義
衛

門
は
縄
下
に
処
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
以
降
も
、

下
伊
勢
畑
村
は
年
貢
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。

七
　
結
び

私
は
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
淡
淡
と
下
伊
勢
畑
村
の
過
酷
な
年
貢
収
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奪
の
実
体
を
語
っ
て
来
た
。
幕
藩
制
下
の
年
貢
は
農
民
に
と
っ
て
過
重
で
あ

っ
た
。
ど
れ
位
過
重
で
あ
っ
た
か
。
た
と
え
ば
地
租
改
正
の
時
、
改
正
条
例

は
地
租
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
適
当
と
詠
っ
た
が
、
実
際
は
近
世
の
年
貢
高
そ

の
ま
ま
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
の
農
民
は
明
治
政

府
の
絶
対
主
義
官
僚
の
目
で
み
て
さ
え
、
あ
る
べ
き
量
の
三
倍
の
年
貢
を
納

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
そ
の
過
酷
な
徴
収
法
は
下
伊
勢
畑
村
に
特
殊
な
例
外
で
は
な
い
こ
と
で

あ
る
。
幕
藩
制
下
に
お
い
て
年
貢
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
納
め
な
け
れ
ば

人
質
を
取
り
、
入
獄
を
命
じ
、
は
て
は
田
畑
・
妻
子
を
売
ら
せ
て
も
上
納
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
幕
藩
制
下
、
た
と
え
下
伊
勢
村
程
に
は
辛
い
目

に
あ
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
過
重
な
年
貢
を
負
っ
た
農
民
達
は
、
各
地
に

下
伊
勢
畑
村
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
小
さ
な
一
揆
を
起
こ
し
た
と
展
望
で
き

る
。下

伊
勢
畑
村
で
起
き
た
よ
う
な
小
さ
な
一
揆
は
、
孤
立
分
散
し
て
い
て
は

要
求
は
貫
徹
さ
れ
な
い
と
の
自
覚
を
農
民
に
持
た
せ
、
や
が
て
は
大
一
揆
に

発
展
す
る
基
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
幽
谷
を
は

じ
め
と
す
る
水
戸
藩
の
学
者
や
役
人
は
一
揆
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
近
世
、
百
姓
一
揆
は
原
則
的
に
は
い
つ
、
ど
こ
で
で
も
起
き
え
た
と

考
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
一
揆
が
起
き
る
に
は
そ
れ
な
り
の

条
件
が
必
要
で
あ
る
。
下
伊
勢
畑
村
の
場
合
は
、
一
つ
に
は
長
年
に
わ
た
り

あ
ま
り
に
過
酷
な
年
貢
収
奪
を
受
け
、
遂
に
は
亡
村
の
危
機
を
抱
か
せ
る
に

至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
揆
は
起
き
な
か
っ
た
。

未
進
を
永
年
賦
に
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
藩
主
が
農
村
復
興
を
指
令
す
る
な

ど
の
契
機
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
揆
発
生
の
法
則
性
と
そ
の
性
格
・
発
展
を

解
明
す
る
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
一
揆
を
解
明
す
る
作
業
を
前
提
と
す
る
故

に
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
下
伊
勢
畑
村
の
一
揆
に
関
し
て
も
、
さ

ら
に
多
様
な
側
面
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
藩
側

の
問
題
と
し
て
、
な
ぜ
藩
主
が
農
村
を
復
興
さ
せ
る
よ
う
指
令
を
出
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
過
重
な
年
貢
を
か
け
続
け
、
過
酷
な
方
法
で
収
奪
を
続
け

た
の
か
。
年
々
潰
百
姓
が
続
出
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
で
あ
る
。
ま
た
農
民
側
の
問
題
と
し
て
、
な
ぜ
村
役
人
達
は
稲
か
つ
ぎ
の

よ
う
な
一
揆
を
内
々
で
処
理
し
、
願
意
を
取
り
次
ぐ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の

か
。
下
伊
勢
畑
村
の
庄
屋
は
な
ぜ
代
表
越
訴
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
な
ぜ

同
じ
よ
う
に
疲
弊
し
て
い
た
近
村
の
百
姓
達
に
訴
え
て
、
連
帯
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
特
産
物
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
下
伊
勢
畑
村
で
は
、

前
期
資
本
に
よ
る
収
奪
、
前
貸
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

実
体
は
等
で
あ
る
。
そ
う
し
た
限
界
を
持
ち
な
が
ら
も
、
本
稿
は
一
般
に
百

姓
一
揆
が
少
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
来
た
水
戸
藩
領
農
村
に
お
い
て
、
そ
の

過
酷
な
年
貢
収
奪
の
た
め
に
、
多
数
の
百
姓
一
揆
が
発
掘
で
き
る
こ
と
を
、

そ
し
て
そ
れ
は
全
国
的
に
展
望
で
き
る
こ
と
を
、
最
大
の
成
果
と
し
て
誇
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
下
伊
勢
畑
村
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単

に
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

下
伊
勢
畑
村
は
天
明
の
大
飢
饉
に
大
打
撃
を
受
け
た
。
天
明
三
年
（
一
七

八
三
）
に
は
八
四
石
余
の
永
引
地
が
加
わ

（
48
）

り
、
五
年
に
は
一
〇
石

（
49
）

余
、
七
年

に
は
さ
ら
に
多
い
二
〇
二
石
余
の
永
引
地
が
加
っ

（
50
）

た
。
こ
の
た
め
に
荒
地
は

増
大
し
、
年
貢
高
は
ま
す
ま
す
減
少
し
た
。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
荒

地
は
小
割
付
帳
に
よ
る
と
五
七
四
石
四
八
八
、
実
に
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）

の
倍
以
上
、
村
高
の
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。
年
貢
は
口
米
金
を
含
め

て
田
方
八
石
六
〇
六
、
畑
方
一
四
一
両
三
一
七
文
で
、
安
永
七
年
と
比
べ
て

田
方
は
二
分
の
一
、
畑
方
は
三
分
の
二
の
年
貢
高
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人

口
も
減
少
し
た
。
小
割
付
帳
に
よ
る
と
、
天
明
三
年
に
一
八
一
軒
あ
っ
た
農

家
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
は
一
四
一
軒
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
表

10
に
み
る
よ
う
に
、
指
銭
帳
の
面
割
軒
数
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
ま
で
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減
り
続
け
、
逆
に
潰
人
高
は
増
大
し
続
け
た
。

水
戸
藩
と
し
て
も
も
は
や
改
革
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
い
た
。
寛
政
か
ら
文
化
に
か
け
て
は
改
革
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
間
に

上
伊
勢
畑
村
で
は
藩
の
指
導
の
下
、
村
方
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
下
伊
勢
畑

村
に
村
方
改
革
が
実
施
さ
れ
た
と
明
記
し
た
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
間
に
立
退
人
の
調
査
や
妊
身
出
生
の
調
査
、
分
限
帳
の
作
製
、
村
定
や

農
業
行
事
の
達
が
な
さ
れ
、
ま
た
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
は
田
方
の

割
付
の
仕
方
が
変
わ
り
、「
本
郷
分
」
の
取
箇
を
下
げ
て
、
四
段
階
（
後
に

五
段
階
）
に
分
け
て
年
貢
を
取
る
よ
う
に
し
た
か
ら
、
や
は
り
村
方
改
革
が

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
一
方

で
増
徴
の
方
針
が
堅
持
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
割

付
帳
に
よ
る
と
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
以
降
、

下
伊
勢
畑
村
の
畑
方
の
年
貢
は
二
両
三
分
程
下
が
る

が
、
田
方
の
年
貢
は
平
年
は
一
二
石
余
と
な
る
。

こ
の
間
に
下
伊
勢
畑
村
は
大
き
く
変
化
し
た
。
表

11
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
農
民
階
層
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）

の
表
９
と
比
較
す
る
と
（
た
だ
し
表
９
に
は
こ
の
ほ

か
に
二
〇
人
程
の
下
層
の
新
田
百
姓
が
い
る
）、
八

〇
軒
近
く
が
潰
れ
た
こ
と
、
そ
れ
も
下
層
農
民
が
潰

れ
、
そ
の
分
を
割
り
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
、
中
層
農

民
が
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
引
高
を
除
い
た
生
産

さ
れ
て
い
る
田
畑
の
持
高
を
み
る
と
、
一
二
石
以
上

の
者
は
お
ら
ず
、
す
べ
て
中
下
層
農
民
の
持
高
で
、

六
石
未
満
が
圧
倒
的
に
な
る
。
荒
廃
の
結
果
下
伊
勢

畑
村
の
農
民
は
、
零
細
な
集
約
農
業
を
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
耕
地
と
労
働
力
不
足

の
た
め
で
あ
る
。

天
保
期
に
も
改
革
は
実
施
さ
れ
た
。
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
に
は
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
検
地
野

（
51
）

帳
に
よ
る
と
、
下
伊
勢
畑
村
は
三
六
九
石
二
二
七
と

打
ち
出
さ
れ
た
。
名
請
人
の
数
は
八
五
人
で
あ
る

表10 寛政～天保面割軒数・潰人高
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吉田俊純：荒廃前期水戸藩領下伊勢畑村の百姓一揆

年　　代 面割軒数 潰 人 高 年　　代 面割軒数 潰 人 高

寛政７年 47石866 文政４年 80 265.480

寛政８年 47.866 文政５年 81 287.889

寛政９年 55.991 文政６年 79

寛政10年 121 56.875 文政７年 75

寛政11年 119 56.875 文政８年 69

寛政12年 120 56.875 文政９年 69

享和３年 115 56.875 文政10年 67

文化２年 112 121.756 文政11年 66

文化４年 108 138.797 文政12年 66.5

文化５年 108 138.797 天保元年 66.5 394.388

文化６年 104 154.122 天保２年 67 386.322

文化７年 100 157.974 天保３年 65 401.585

文化８年 96 180.234 天保４年 65 385.676

文化９年 95 185.310 天保６年 64.5

文化10年 89 209.030 天保７年 64

文化11年 87 224.883 天保８年 66 371.095

文化12年 86 229.192 天保９年 66 381.192

文化13年 84 234.023 天保10年 68.5 380.637

文化14年 82 240.944 天保11年 66.5 398.070

文政元年 82 246.404 天保12年 66.5 360.786

文政２年 81 天保13年 66.5 358.720

文政３年 82 267.315 天保14年 66.5
下伊勢畑区有文書　指銭帳より作製



（
外
に
寺
一
、
神

官
二
）。
実
に
下

伊
勢
畑
村
は
村
高

本
新
田
合
わ
せ
て

一
二
五
一
石
七
八

六
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
村
高
で

二
九
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
で
し
か
な
く

な
っ
て
し
ま
っ

た
。
農
家
も
ほ
ぼ

三
分
の
一
に
減
っ

て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
野
帳
は
現

地
で
書
か
れ
る
下

書
の
帳
簿
で
あ

る
。
そ
の
後
の
正

式
な
検
地
帳
は
三
冊
の
内
一
冊
し
か
残
っ
て
い
な

（
52
）

い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
転

写
し
て
ま
と
め
直
し
た
天
保
一
四
年
の
名
寄
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
農
民
階
層
を
表
示
し
た
の
が
表
12
で
あ
る
。
名
請
人
の
数
は
九
七
人
で
あ

る
。
こ
の
間
は
新
た
に
一
二
人
取
り
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
員
が
九
石

未
満
の
中
下
層
農
民
で
あ
る
。
天
保
検
地
の
結
果
は
、
進
行
し
た
零
細
化
し

た
多
労
働
集
約
型
の
農
業
を
追
認
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

小
割
付
帳
に
よ
っ
て
、
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
と
弘
化
元
年
（
一
八

四
四
）
の
口
米
金
を
含
め
た
年
貢
高
を
比
べ
る
と
、
田
方
は
一
二
石
八
九
か

ら
七
石
五
六
九
と
、
畑
方
は
一
三
五
両
一
分
六
〇
六
文
か
ら
九
四
両
二
分
一

三
四
文
に
な
っ
た
。
田
方
で
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
畑
方
で
七
〇
パ
ー
セ
ン

ト
弱
の
年
貢
高
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
大
幅
な
減
免
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
減
免
に
よ
っ
て
下
伊
勢
畑
村
が

安
定
化
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
。
弘
化
元
年
か
ら
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
ま
で
の
小
割
付
帳
を
み
る
と
、
表
13
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の

間
下
伊
勢
畑
村
の
農
家
軒
数
は
安
政
三
年
に
至
る
ま
で
九
七
軒
に
達
し
な

い
。
ま
だ
ま
だ
不
安
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
九
年
（
一
八

七
六
）
一
二
月
、
下
伊
勢
畑
村
で
は
再
び
一
揆
が
起
き
た
模
様
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
荒
廃
か
ら
復
興
へ
と
向
か
う
問
題
と
共
に
、
稿

を
改
め
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。

（
１
）

年
代
に
関
し
て
は
異
説
が
あ
る
。『
水
戸
市
史
』
中
巻
（一）

二
五
〜
二
七
頁
　
水
戸
市
役

所
　
一
九
六
八
年
。
高
橋
裕
文
「
保
内
の
農
民
騒
動
（
上
）」『
大
子
町
史
研
究
』
第
十
三

号
　
一
九
八
五
年
。

（
２
）

『
日
立
市
史
』
近
世
第
三
章
二
　
日
立
市
役
所
　
一
九
五
九
年
。『
水
戸
市
史
』
中
巻
（一）

表12 天保検地農民階層

－ 249－（30）

東京家政筑波女子大紀要１ 1997

表13 幕末期農家軒数

下伊勢畑区有文書　小割付帳より作製。なお潰分無主分と宗教
関係は除いた。

明
治
四
年

97

明
治
三
年

97

明
治
二
年

97

明
治
元
年

97

慶
応
三
年

97

安
政
六
年

97

安
政
五
年

97

安
政
四
年

97

安
政
三
年

97

安
政
二
年

95

嘉
永
四
年

94

弘
化
四
年

95

弘
化
元
年

93

年
　
代

軒
数

表11 文化元年農民階層

全持高分 引高を除いた持高
持 高石 人数 人数 ％ 人数 人数 ％

18～21 1 0
4 2.8 0 0

15～18 3 0

12～15 9 0

９～12 28 98 69.5 7 34 24.1
６～９ 61 27

３～６ 30 77
39 27.7 107 75.9

０～３ 9 30

合　計 141 141 100 141 141 100

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村子御年貢小割付帳」（1608）より作
製。潰人・宗教関係者は除いた。

持 高石 人数 人数 ％

６～９ 4 4 4.1
３～６ 61

93 95.9
０～３ 32

合　計 97 97 100

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村本郷分
田畑持高 」（387～389）より作製名寄帳



九
九
〜
一
〇
〇
頁

（
３
）

『
水
戸
市
史
』
中
巻
（二）
第
七
章
第
三
節
　
水
戸
市
役
所
　
一
九
六
九
年
。『
勝
田
市
史
』

近
世
編
2
三
　
勝
四
市
　
一
九
七
八
年
。

（
４
）

『
水
戸
市
史
』
中
巻
（二）
第
九
章
第
三
節

（
５
）

高
橋
裕
文
「
幕
末
水
戸
藩
内
乱
と
農
民
闘
争
」『
茨
城
県
史
研
究
』
52

一
九
八
四
年
。

『
水
戸
市
史
』
中
巻
（五）

四
九
九
〜
五
〇
二
頁
　
水
戸
市
役
所
　
一
九
九
〇
年
。
た
だ
し
両

著
と
も
、
民
衆
が
尊
攘
派
の
暴
力
的
行
為
に
対
し
て
地
域
防
衛
の
た
め
に
団
結
し
て
戦
っ

た
こ
と
と
、
幕
府
・
水
戸
藩
の
指
揮
下
に
農
兵
と
し
て
参
加
し
て
戦
い
、
打
ち
毀
し
等
を

し
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
と
、
い
わ
ゆ
る
世
直
し
一
揆
的
に
豪
農
層
を
打
ち
毀
し

た
こ
と
と
は
、
一
応
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
６
）

木
戸
田
四
郎
「
慶
応
二
年
那
珂
湊
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
」
同
著
『
維
新
期
豪
農
層
と

民
衆
』（
ぺ
り
か
ん
社
　
一
九
八
九
年
）
所
収
。『
水
戸
市
史
』
中
巻
（五）

六
〇
三
〜
六
〇

七
頁
。

（
７
）

『
水
戸
市
史
』
中
巻
（二）

二
五
四
〜
二
六
〇
頁

（
８
）

『
日
本
経
済
大
典
』
第
十
四
巻
　
五
二
七
頁
　
史
誌
出
版
社
　
一
九
二
八
年
。『
水
戸
市

史
』
中
巻
（二）

二
九
八
頁
。

（
９
）

『
日
本
経
済
大
典
』
第
十
四
巻
　
五
〇
五
頁
。『
水
戸
市
史
』
中
巻
（二）

二
九
八
〜
二
九

九
頁
。

（
10
）

『
幽
谷
全
集
』
一
八
六
〜
一
八
八
頁
　
一
九
三
五
年

（
11
）

本
稿
で
扱
う
下
伊
勢
畑
村
の
二
件
の
一
揆
の
場
合
、
宝
暦
の
事
例
は
未
報
告
で
あ
る
が
、

安
永
七
年
の
事
例
は
『
水
戸
市
史
』（
中
巻
（二）

二
八
四
頁
）
に
、「
下
伊
勢
畑
騒
動
」
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
強
訴
」
と
も
推
測
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
騒
動
」
の
扱

い
で
あ
る
。
ま
た
稲
か
つ
ぎ
が
無
視
さ
れ
て
来
た
の
で
も
な
く
、（
９
）
に
記
し
た
よ
う
に

既
に
『
水
戸
市
史
』
で
も
取
り
上
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
取
り
上
げ
方
は
、
天
明
元

年
の
太
田
地
方
の
一
揆
に
な
り
そ
う
に
な
っ
た
事
例
と
一
緒
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
量
的

に
も
六
行
余
と
軽
い
。
最
近
の
事
例
で
み
る
と
、
斎
藤
善
之
著
『
茨
城
県
百
姓
一
揆
総
合

年
表
』（
中
・
近
世
一
揆
研
究
会
　
一
九
八
九
年
）
に
も
稲
か
つ
ぎ
は
の
っ
て
い
る
が
、

『
水
戸
市
史
』
に
影
響
さ
れ
て
、
年
代
を
天
明
元
年
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
異
説
と
し
て

寛
政
年
間
と
も
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
時
的
な
流
行
現
象
の
よ
う
に
と
ら
え

て
い
る
。

（
12
）

「
煙
草
生
産
上
伊
勢
畑
村
に
み
る
農
村
荒
廃
」
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』（
同
時

代
社
　
一
九
九
五
年
）
所
収

（
13
）

東
茨
城
郡
御
前
山
村
下
伊
勢
畑
　
下
伊
勢
畑
区
有
文
書
「
下
伊
勢
畠
村
亥
年
御
年
貢
可

納

」（
一
六
五
九
―
―
下
伊
勢
畑
区
有
文
書
整
理
番
号
　
以
下
同
じ
）。
以
下

下
伊
勢
畑
区
有
文
書
に
よ
る
時
は
、
特
に
そ
の
旨
断
ら
な
い
。

（
14
）

正
確
に
い
う
と
、
寺
社
の
除
地
は
こ
の
ほ
か
で
あ
る
。

（
15
）

私
が
農
民
階
層
を
分
析
す
る
時
、
面
積
で
す
る
時
は
二
町
以
上
を
上
層
、
五
反
未
満
を

下
層
と
し
て
い
る
。
一
方
石
高
で
す
る
時
に
は
、
一
五
石
以
上
を
上
層
、
六
石
未
満
を
下

層
と
し
て
い
る
。
石
高
で
の
分
類
の
基
準
は
坂
場
流
謙
の
「
国
用
秘
録
」（『
国
用
秘
録
』

上
　
九
九
頁
　
茨
城
県
　
一
九
七
一
年
）
の
指
摘
に
基
い
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
を
比

較
す
る
と
、
一
町
＝
七
石
と
す
る
と
、
上
層
の
基
準
は
二
町
と
一
五
石
と
で
あ
ま
り
矛
盾

は
な
い
が
、
下
層
の
基
準
は
五
反
（
い
わ
ゆ
る
五
反
百
姓
＝
貧
農
か
ら
設
け
た
）
と
六
石

で
は
あ
ま
り
に
一
致
し
な
い
。
た
だ
流
謙
も
、「
高
三
、
四
石
持
で
は
作
徳
至
而
少
く
経
営

ニ
な
り
が
た
し
。
七
、
八
石
よ
り
拾
弐
石
限
り
ニ
而
よ
し
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
三
石

未
満
、
五
反
未
満
は
ま
っ
た
く
経
営
の
成
り
立
た
な
い
極
貧
層
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
16
）

（
13
）
と
同
じ
。

（
17
）

「（
御
用
留
）」（
四
）

か
っ
こ
を
つ
け
た
の
は
、
つ
け
標
題
の
た
め
。
以
下
同
じ
。

（
18
）

「
下
伊
勢
畠
村
申
諸
願
書
村
扣
」（
七
）

（
19
）

「
下
伊
勢
畑
村
酉
諸
願
村
扣
帳
」（
八
）

（
20
）

下
伊
勢
畑
村
指
銭
帳
（
一
七
四
六
〜
一
九
一
六
）

享
保
元
年
か
ら
明
治
一
二
年
ま
で
。

欠
け
て
い
る
の
は
、
享
保
一
〇
年
、
一
五
年
、
一
九
年
、
二
〇
年
、
元
文
二
年
、
五
年
、

寛
延
二
年
、
天
明
元
年
〜
四
年
、
六
年
、
七
年
、
寛
政
元
年
、
天
保
五
年
、
嘉
永
六
年
〜

安
政
三
年
、
六
年
〜
慶
応
二
年
、
明
治
四
年
〜
六
年
。
な
お
か
な
り
破
損
し
て
い
る
も
の

も
あ
る
。
ま
た
寛
政
以
後
二
冊
に
分
冊
さ
れ
る
が
、
一
方
を
欠
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

小
割
付
帳
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以
下
指
銭
帳
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
い
て
注
記
し
な
い
。

（
21
）

「
下

」（
一
五
七
三
）

下
伊
勢
畑
村
の
寛
保
二

年
以
降
の
小
割
付
帳
は
、
明
治
一
〇
年
ま
で
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
。
整
理
番
号
（
一
五

七
三
〜
一
六
五
八
）。
以
下
小
割
付
帳
か
ら
の
引
用
は
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
い
て

注
記
し
な
い
。

（
22
）

「
下
伊
勢
畠
村
子
年
指
銭
帳
」（
一
七
五
〇
）

（
23
）

御
前
山
村
野
田
　
中
田
令
子
家
文
書
「
乍
恐
以
書
附
奉
御
窺
候
事
」

（
24
）

下
伊
勢
畑
村
の
年
貢
割
付
状
は
、
享
保
三
年
か
ら
一
八
年
ま
で
の
内
の
七
通
と
年
代
不

明
一
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
整
理
番
号
（
一
五
六
五
〜
一
五
七
二
）。
以
下
割
付
状
に
よ
る

時
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
以
外
、
注
記
し
な
い
。

（
25
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
畠
□
川
欠
代
地
相
渡
御
検
地
帳
」（
三
五
六
、
三
五
七
）

（
26
）

享
保
一
一
年
「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
各
免
田
方
川
欠
石
河
原
砂
置
白
打
之
永
引
当
午
迄
寄

帳
」（
四
五
四
）。
享
保
元
年
「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
畠
川
欠
代
地
割
渡
申
立
帰
改
帳
」（
三
六

〇
）
享
保
一
一
年
「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
畠
方
切
添
当
午
之
川
欠
代
地
渡
帳
」（
三
六
一
）

（
27
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
畠
川
欠
代
地
渡
午
立
帰
改
帳
」（
三
六
六
）

（
28
）

御
前
山
村
上
伊
勢
畑
　
上
伊
勢
畑
区
有
文
書
「
上
伊
勢
畑
村
寅
御
年
貢
可
納
取
附
之
事
」

（
三
八
四
）

（
29
）

た
だ
し
、
表
７
の
元
に
な
っ
た
永
引
寄
帳
は
、
三
月
付
に
な
っ
て
い
る
。

（
30
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
か
く
免
田
畠
川
欠
石
河
原
砂
置
当
酉
改
帳
」（
四
五
六
）

（
31
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畠
方
川
欠
石
河
原
砂
置
永
引
当
亥
改
帳
」（
四
五
七
）

「
下
伊

勢
畠
村
河
原
新
田
分
畠
方
川
欠
石
河
原
永
引
当
亥
改
帳
」（
四
五
八
）

（
32
）

上
伊
勢
畑
区
有
文
書
「
上
伊
勢
畠
村
戌
御
年
貢
可
納
取
附
之
事
」（
一
三
九
二
）

（
33
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
田
方
当
子
川
欠
改
帳
」（
四
五
九
）

（
34
）

「（
下
伊
勢
畠
村
子
御
年
貢
可
納
取
附
事
）」（
一
五
七
〇
）

（
35
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畠
方
石
河
原
卯
改
帳
」（
四
六
〇
）

（
36
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畠
方
当
巳
川
欠
永
引
改
帳
」（
四
六
一
）

（
37
）

指
銭
帳
で
は
「
弐
成
」
と
読
め
る
が
、
物
成
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
38
）

宝
暦
元
年
「
下
伊
勢
畑
村
未
年
中
指
銭
帳
」（
一
七
七
四
）

（
39
）

松
平
大
蔵
大
輔
と
は
、『
徳
川
諸
家
系
譜
』（
第
二
　
二
五
五
頁
　
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
七
四
年
）
に
よ
る
と
、
水
戸
藩
四
代
藩
主
宗
堯
の
庶
長
子
で
、
名
は
主
税
、
頼
順
。

享
保
一
二
年
七
月
一
日
生
ま
れ
。
延
享
四
年
に
吉
宗
に
拝
掲
し
て
、
従
四
位
下
侍
従
、
後

に
大
蔵
大
輔
。
明
和
元
年
上
総
介
。
同
六
年
飛
騨
守
。
安
永
三
年
七
月
六
日
卒
。
四
八
歳
。

（
40
）

宝
暦
三
年
「
下
伊
勢
畠
村
酉
御
年
貢
可
納
小
割
付
帳
」（
一
五
七
八
）

（
41
）

宝
暦
八
年
「
下
伊
勢
畑
村
本
郷
田
畑
寅
川
欠
永
引
改
帳
」（
四
六
九
）

（
42
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
田
畠
白
打
川
欠
石
河
原
永
引
当
巳
改
帳
」（
四
七
一
）

（
43
）

な
お
小
割
付
帳
で
は
宝
暦
一
二
年
分
か
ら
潰
人
分
の
記
載
が
始
ま
る
。

（
44
）

宝
暦
九
年
「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畑
方
先
川
欠
当
卯
立
帰
各
免
改
帳
」（
三
六
八
）

宝

暦
一
〇
年
「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畑
方
先
川
欠
当
辰
立
帰
改
帳
」（
三
六
九
）

宝
暦
一
一

年
「
下
伊
勢
畠
村
畠
方
永
引
当
巳
各
免
ニ
立
帰
改
帳
」（
三
七
〇
）

宝
暦
一
一
年
「

伊
勢
畠
村
河
原
新
田
分
田
方
永
引
立
帰
当
巳
本
郷
畠
ニ
成
改
帳
」（
三
七
一
）

明
和
二
年

「
下
伊
勢
畑
村
本
郷
畠
各
免
当
酉
改
帳
」（
三
七
二
）

明
和
四
年
「

村
新
田

分
畠
方
先
川
欠
当
亥
立
帰
改
帳
」（
三
七
三
）

（
45
）

（
39
）
に
指
摘
し
た
よ
う
に
大
蔵
は
後
に
上
総
介
、
飛
騨
守
に
な
り
、
史
料
も
そ
う
書

か
れ
て
い
る
が
、
便
宜
本
稿
で
は
大
蔵
に
統
一
す
る
。

（
46
）

水
戸
藩
五
代
藩
主
宗
翰
五
男
。
名
は
主
税
、
頼
図
。
宝
暦
五
年
八
月
一
二
日
生
ま
れ
。

明
和
九
年
七
月
二
五
日
頼
順
養
子
。
安
永
五
年
四
月
八
日
卒
。
二
二
歳
。『
徳
川
諸
家
系
譜
』

第
二
　
二
五
五
〜
二
五
六
頁

（
47
）

『
水
戸
市
史
』
中
巻
（二）

二
八
四
頁

（
48
）

「

勢
畑
村
本
郷
各
免
新
田
田
方
川
欠
砂
置
当
卯
永
引

」（
四
八
五
）

（
49
）

「
下
伊
勢
畠
村
本
郷
分
畠
方
永
引
当
巳
改
帳
」（
四
八
六
）

（
50
）

「

勢
畠
村
本
郷
各
免
新
田
田
畠
之
内
石
河
原
砂
置
当
未
永
引
改
帳
」（
四
八
七
）

（
51
）

「
茨
城
郡
下
伊
勢
畠
村
御
検
地
野
帳
」（
三
七
六
〜
三
七
八
）

（
52
）

「
常
陸
国
茨
城
郡
下
伊
勢
畑
村
御
検
地
帳
」（
三
七
九
）

下
伊

改
帳

下
伊

下
伊
勢
畑

下

伊
勢
畠
村
戌
御
年
貢
可
納
小
割
付
帳
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